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議案第  95  号

　　　令和 6 年度富山県一般会計補正予算（第 2 号）

　令和６年度富山県の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 ,961 ,657 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 618 ,808 ,188 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は、   「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条　地方債の補正は、「第２表　地方債補正」による。

　　令和 6  年 6  月11日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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第 1 表　歳入歳出予算補正

歳　　　　入
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

9 国 庫 支 出 金 58 ,060 ,081 1 ,985 ,987 60 ,046 ,068

1 国 庫 負 担 金 20 ,685 ,300 1 ,017 ,600 21 ,702 ,900

2 国 庫 補 助 金 36 ,445 ,735 893 ,387 37 ,339 ,122

3 委 託 金 929 ,046 75 ,000 1 ,004 ,046

12 繰 入 金 23 ,797 ,058 1 ,137 ,877 24 ,934 ,935

2 基 金 繰 入 金 16 ,714 ,571 1 ,137 ,877 17 ,852 ,448

14 諸 収 入 105 ,566 ,791 109 ,893 105 ,676 ,684

5 受 託 事 業 収 入 159 ,424 3 ,000 162 ,424

7 雑 入 4 ,709 ,134 106 ,893 4 ,816 ,027

15 県 債 44 ,434 ,600 1 ,727 ,900 46 ,162 ,500

1 県 債 44 ,434 ,600 1 ,727 ,900 46 ,162 ,500

補正されなかった款項に係る額 381 ,988 ,001 381 ,988 ,001

歳 入 合 計 613 ,846 ,531 4 ,961 ,657 618 ,808 ,188

歳　　　　出
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 総 務 費 25 ,899 ,094 178 ,410 26 ,077 ,504
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1 総 務 管 理 費 10 ,364 ,649 178 ,410 10 ,543 ,059

3 民 生 費 53 ,726 ,810 18 ,331 53 ,745 ,141

1 社 会 福 祉 費 36 ,913 ,835 10 ,279 36 ,924 ,114

2 児 童 福 祉 費 16 ,433 ,975 8 ,052 16 ,442 ,027

4 衛 生 費 35 ,979 ,842 256 35 ,980 ,098

4 医 務 費 5,166 ,211 256 5 ,166 ,467

6 農 林 水 産 業 費 33 ,244 ,145 914 ,415 34 ,158 ,560

1 農 業 費 7,398 ,807 2 ,000 7 ,400 ,807

4 林 業 費 7,308 ,800 125 ,400 7 ,434 ,200

5 水 産 業 費 1,987 ,686 787 ,015 2 ,774 ,701

7 商 工 費 101 ,002 ,390 95 ,183 101 ,097 ,573

3 観 光 費 1,504 ,443 95 ,183 1 ,599 ,626

8 土 木 費 61 ,381 ,611 1 ,900 ,443 63 ,282 ,054

1 土 木 管 理 費 1,167 ,638 414 1 ,168 ,052

2 道路橋りょう費 28 ,391 ,719 702 ,272 29 ,093 ,991

3 河 川 海 岸 費 17 ,044 ,204 25 ,700 17 ,069 ,904

4 港 湾 費 5,011 ,283 197 ,435 5 ,208 ,718

6 住 宅 費 2,519 ,996 974 ,622 3 ,494 ,618

9 警 察 費 26 ,380 ,878 70 ,000 26 ,450 ,878
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1 警 察 管 理 費 25 ,631 ,933 70 ,000 25 ,701 ,933

10 教 育 費 109 ,141 ,516 28 ,715 109 ,170 ,231

1 教 育 総 務 費 11 ,226 ,965 15 ,500 11 ,242 ,465

6 大 学 費 5,011 ,630 3 ,215 5 ,014 ,845

7 社 会 教 育 費 3,379 ,905 10 ,000 3 ,389 ,905

11 災 害 復 旧 費 5,015 ,893 1 ,755 ,904 6 ,771 ,797

2
公 共 土 木 施 設 
災 害 復 旧 費

3,537 ,783 1 ,755 ,904 5 ,293 ,687

補正されなかった款項に係る額 162 ,074 ,352 162 ,074 ,352

歳 出 合 計 613 ,846 ,531 4 ,961 ,657 618 ,808 ,188
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第 2 表　地方債補正

（単位　千円） 

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方　法
利　率 償　還　の　方　法

補正前
の　額 補正額 計

県 有 施 設 整 備 
事 業 費 3,567,000 3,567,000 普通貸借

又は
証券発行
 （他の地
方公共団
体との共
同発行を
含む。）

％
5.0以内

 （ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る資金に

ついて、

利率の見

直しを行

った後に

おいては、

当該見直

し後の利

率）

借入れの年から据置期

間を含め50年以内に元

利均等、元金均等又は

満期一括で償還する。

ただし、財政の都合に

より繰上償還し、償還

年限を短縮し、又は低

利債に借り換えること

ができるものとする。

なお、借入先の融通条

件があるときは、これ

に従うことができる。

防災対策推進費 11,000 11,000

緊急防災   ・減災 
事 業 費 1,118,000 1,118,000

並 行 在 来 線 
対 策 費 35,000 35,000

公 共 等 補 助 
事 業 費

14,520,
000 228,000 14,748,000

県単独農林水産業 
施設整備事業費 10,000 10,000

直 轄 事 業 費
負 担 金

10,046,
000

10,046,
000

公園整備事業費 396,000 396,000

公 営 住 宅 建 設 
事 業 費 72,000 72,000

地 方 道 整 備 
事 業 費 2,938,000 2,938,000

自 然 災 害 防 止
事 業 費 1,904,000 1,904,000

警 察 施 設 整 備 
事 業 費 239,000 239,000

高 等 学 校 整 備 
事 業 費 2,998,000 2,998,000

臨 時 高 等 学 校 
整 備 事 業 費 431,000 431,000

特 別 支 援 学 校 
建 設 事 業 費 364,000 364,000

地 域 活 性 化 
事 業 費 397,000 397,000
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施 設 整 備 補 助 
事 業 費 329,000 329,000

補 助 直 轄 災 害
復 旧 事 業 費 1,498,600 549,700 2,048,300

単 独 災 害 復 旧
事 業 費 61,000 950,200 1,011,200

行 政 改 革 推 進 
事 業 費 1,000,000 1,000,000

退 職 手 当 債 1,000,000 1,000,000

臨時財政対策債 1,500,000 1,500,000

計 44,434,
600 1,727,900 46,162,500
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議案第  96  号

　　　令和 6 年度富山県港湾施設特別会計補正予算

　　　 （第 1 号）

　令和６年度富山県の港湾施設特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

　（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 433 ,985 千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 ,126 ,353 千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為）

第 ２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 214 条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」に

よる。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の補正は、「第３表　地方債補正」による。

　　令和 6  年 6  月11 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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第 1 表　歳入歳出予算補正

歳　　　　入
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 使用料及び手数料 343 ,453 7 ,385 350 ,838

1 使 用 料 343 ,453 7 ,385 350 ,838

2 繰 入 金 368 ,537 194 ,500 563 ,037

1 一般会計繰入金 368 ,537 194 ,500 563 ,037

4 諸 収 入 149 ,377 37 ,600 186 ,977

1 雑 入 149 ,377 37 ,600 186 ,977

5 県 債 831 ,000 194 ,500 1 ,025 ,500

1 県 債 831 ,000 194 ,500 1 ,025 ,500

補正されなかった款項に係る額 1 1

歳 入 合 計 1,692 ,368 433 ,985 2 ,126 ,353

歳　　　　出
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 土 木 費 1,692 ,368 433 ,985 2 ,126 ,353

1 港 湾 費 1,692 ,368 433 ,985 2 ,126 ,353

歳 出 合 計 1,692 ,368 433 ,985 2 ,126 ,353
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第 2 表　債務負担行為

　
（単位　千円）

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

荷役機械運営事業 令和 7 年度 56 ,400
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第 3 表　地方債補正

（単位　千円） 

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方　法
利　率 償　還　の　方　法

補正前
の　額 補正額 計

伏木富山港ふ頭 
用地造成事業費 167,000 167,000 普通貸借

又は
証券発行

％
5.0以内

 （ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る資金に

ついて、

利率の見

直しを行

った後に

おいては、

当該見直

し後の利

率）

借入れの年から据置期

間を含め40年以内に元

利均等、元金均等又は

満期一括で償還する。

ただし、財政の都合に

より繰上償還し、償還

年限を短縮し、又は低

利債に借り換えること

ができるものとする。

なお、借入先の融通条

件があるときは、これ

に従うことができる。

伏木富山港伏木
地 区 港 湾 関 連
用地造成事業費

335,000 335,000

伏木富山港新湊
地 区 港 湾 関 連
用地造成事業費

104,000 104,000

地 方 公 営 企 業 
災害復旧事業費 194,500 194,500

借　　 換　　 債 225,000 225,000

計 831,000 194,500 1,025,500
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議案第  97  号

富山県各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償支給条例

一部改正の件

　富山県各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償支給条例の一部を次

のように改正する。

　　令和 6  年  6  月11日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償支給条例

の一部を改正する条例

　富山県各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償支給条例（昭和37年

富山県条例第９号）の一部を次のように改正する。

　別表第１の１の表中

「

  」

を

「

土地収用法第65

条の規定による

鑑定人

鑑定１回につ

き　　11 ,000

実費額等 2 ,200

（宿泊を

伴わない

場合には

 3 ,300 ）

11 ,100 10 ,000 －

土地収用法施行

令（昭和26年政

令第 342 号）第

１条の７の５第

３項第２号に規

定する鑑定人

鑑定１回につ

き　　11 ,000

実費額等 2 ,200

（宿泊を

伴わない

場合には

 3 ,300 ）

11 ,100 10 ,000 －

土地収用法第65

条の規定による

鑑定人

鑑定に当たり

必要とした特

別の技能の程

度又はこれに

要した時間を

実費額等 2 ,200

（宿泊を

伴わない

場合には

 3 ,300 ）

11 ,100 10 ,000 －
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  」

に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

考慮して収用

委員会が知事

と協議して定

める額

土地収用法施行

令（昭和26年政

令第 342 号）第

１条の７の５第

３項第２号に規

定する鑑定人

鑑定に当たり

必要とした特

別の技能の程

度又はこれに

要した時間を

考慮して知事

が定める額

実費額等 2 ,200

（宿泊を

伴わない

場合には

 3 ,300 ）

11 ,100 10 ,000 －
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議案第  98  号

富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例一部改正の件

　富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例の一部を次のように改正す

る。

　　令和 6  年  6  月11日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正す

る条例

　富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例（昭和48年富山県条例第１

号）の一部を次のように改正する。

　第37条第２項中「 1 ,050 円」を「 1 ,620 円」に改める。

　第39条第２項第１号中「 2 ,000 円」を「 2 ,160 円」に改める。

　附則第５項及び附則第９項中「 840 円」を「 1 ,080 円」に改める。

　 （施行期日等）

１ 　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の富山県一般職の職

員等の特殊勤務手当等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第37条第

２項、第39条第２項第１号、附則第５項及び附則第９項の規定は、令和６年１月

１日から適用する。

　 （手当の内払）

２ 　職員が、この条例による改正前の富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関

する条例（次項において「改正前の条例」という。）第37条の規定に基づいて、

令和６年１月１日以後の分として支給を受けた特殊現場作業手当は、改正後の条

例第37条の規定による特殊現場作業手当の内払とみなす。

３ 　地方警察職員が、改正前の条例第39条の規定に基づいて、令和６年１月１日以

後の分として支給を受けた警察職員業務手当は、改正後の条例第39条の規定によ

る警察職員業務手当の内払とみなす。
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議案第  99  号

富山県税条例一部改正の件

　富山県税条例の一部を次のように改正する。

　　令和 6  年  6  月11日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県税条例の一部を改正する条例

第１条　富山県税条例（昭和29年富山県条例第16号）の一部を次のように改正する。

　附則第３条の２第３項中「同条第14項」を「同条第16項」に改める。

　附則第５条の２を附則第５条の２の２とし、附則第５条の次に次の１条を加え

る。

　 （事業税の納税義務者等の特例）

第 ５条の２　第52条第１項の規定の適用については、当分の間、同条第１項第１

号イ中「１億円以下のもの」とあるのは「１億円以下のもの（前事業年度の事

業税についてアに掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額（法人が

株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から

出資を受けた金額として令附則第６条に規定する金額をいう。）が10億円を超

えるものを除く。）」とする。

　附則第６条の５第１項の表１の項中「船舶の使用者」を「船舶（令附則第10条

の２の２第１項に規定するものを除く。以下この項の右欄において同じ。）の使

用者」に改め、同表２の項中「附則第10条の２の２第１項」を「附則第10条の２

の２第２項」に、「附則第10条の２の２第２項」を「附則第10条の２の２第３ 

項」に改め、同表３の項中「附則第10条の２の２第３項」を「附則第10条の２の

２第４項」に、「附則第10条の２の２第４項」を「附則第10条の２の２第５項」

に改め、同表４の項中「附則第10条の２の２第５項」を「附則第10条の２の２第

６項」に、「附則第10条の２の２第６項」を「附則第10条の２の２第７項」に改

め、同表５の項中「附則第10条の２の２第７項」を「附則第10条の２の２第８項」

に改める。

　附則第16条第２項中「第４項まで若しくは第６項から第10項までの」を「第５

項まで若しくは第７項から第11項までの」に改める。
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第２条　富山県税条例の一部を次のように改正する。

　第52条第１項第１号イ中「並びにこれらの法人」を「（以下イにおいて「所得

等課税法人」という。）並びに所得等課税法人」に改め、「有しないもの」の次

に「（所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。

）」を加え、同号イに次のように加える。

　　ア 　特定法人（払込資本の額（法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは

合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として令第10条

の２に規定する金額をいう。以下ア及びイにおいて同じ。）が50億円を超

える法人（イに掲げる法人を除く。）及び保険業法に規定する相互会社 

（これに準ずるものとして令第10条の３に規定するものを含む。）をいう。

以下ア及びイにおいて同じ。）との間に当該特定法人による完全支配関係

（法人税法第２条第12号の７の６に規定する完全支配関係をいう。以下こ

の号において同じ。）がある法人のうち払込資本の額（地方税法等の一部

を改正する法律（令和６年法律第４号）の公布の日以後に当該法人と当該

特定法人との間に完全支配関係（当該法人以外の特定法人による完全支配

関係に限る。）がある場合その他令第10条の４第１項に規定する場合にお

いて、当該法人が剰余金の配当（払込資本の額のうち令第10条の５に規定

する額の減少に伴うものに限る。以下ア及びイにおいて同じ。）又は出資

の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少し

た払込資本の額を加算した額）が２億円を超えるもの

　　イ�　法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資

の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみな

した場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか

一のものによる完全支配関係があることとなるときの当該法人のうち払込

資本の額（地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）の公

布の日以後に、特定親法人（当該事業年度において当該法人と他の法人と

の間に当該他の法人による完全支配関係がある場合における当該他の法人

をいう。以下イにおいて同じ。）と当該法人との間に当該特定親法人によ

る完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全て

の特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいず

れか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のもの
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と当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があること

となるときその他令第10条の４第２項に規定する場合に、当該法人が剰余

金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払

戻しにより減少した払込資本の額を加算した額）が２億円を超えるもの 

（アに掲げる法人を除く。）

　附則第５条の２中「附則第６条」を「附則第５条の７」に改める。

　　　附　則

　 （施行期日）

第 １条　この条例は、令和７年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

　⑴ 　第１条中附則第５条の２を附則第５条の２の２とし、附則第５条の次に１条

を加える改正規定及び附則第６条の５第１項の改正規定並びに次条及び附則第

４条の規定　令和７年４月１日

　⑵　第２条及び附則第３条の規定　令和８年４月１日

　 （事業税に関する経過措置）

第 ２条　第１条の規定による改正後の富山県税条例（次項及び附則第４条において

「新条例」という。）附則第５条の２の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行

の日（以下この条及び附則第４条において「１号施行日」という。）以後に開始

する事業年度に係る法人の事業税について適用し、１号施行日前に開始した事業

年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

２ 　１号施行日以後最初に開始する事業年度（以下この項において「最初事業年度」

という。）の事業税（地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）

の公布の日（以下この項において「公布日」という。）を含む事業年度の前事業

年度の事業税について第１条の規定による改正前の富山県税条例第52条第１項第

１号アに掲げる法人に該当したものであって、公布日の前日の現況により資本金

の額又は出資金の額が１億円以下であると判定され、かつ、公布日から最初事業

年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号イ

に掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。）に係る新条例

附則第５条の２の規定の適用については、同条中「前事業年度」とあるのは、 

「地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）の公布の日を含む事

業年度の開始の日の前日から令和７年４月１日以後最初に開始する事業年度の開
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始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。

第 ３条　第２条の規定による改正後の富山県税条例第52条第１項の規定は、附則第

１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税

について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、な

お従前の例による。

　 （軽油引取税に関する経過措置）

第 ４条　新条例附則第６条の５第１項の規定は、１号施行日以後の軽油の引取りに

対して課すべき軽油引取税について適用し、１号施行日前の軽油の引取りに対し

て課する軽油引取税については、なお従前の例による。
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議案第 100 号

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例一部改正の件

　過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

　　令和 6  年  6  月11日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条

例

　過疎地域等における県税の特別措置に関する条例（昭和39年富山県条例第75号）

の一部を次のように改正する。

　第３条各号列記以外の部分中「平成29年９月29日」を「令和６年４月１日」に、

「医薬品関連産業、電子デバイス関連産業、ものづくり産業、クリエイティブ産業、

情報通信技術関連産業、食料品・飲料製造関連産業又は物流関連産業」を「医薬品

関連分野、成長ものづくり分野、農林水産・地域商社分野、デジタル・情報通信関

連分野、観光・スポーツ・文化・まちづくり分野、環境・エネルギー分野、クリエ

イティブ関連分野、食料品・飲料製造関連分野又は物流関連分野」に、「（食料品 

・飲料製造関連産業」を「（同条第１号に規定する農林漁業及びその関連業種」に

改め、同条第１号及び第２号中「平成29年９月29日」を「令和６年４月１日」に改

める。

　第４条の２第１項各号列記以外の部分中「特定業務施設（同法第５条第４項第５

号に規定する特定業務施設をいう。次項において同じ」を「同法第５条第４項第５

号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特

定業務施設の新設に併せて整備されるもの（次項において「特定業務施設等」とい

う」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「特定業務施設」を「特定業務施設

等」に改める。

　　　附　則

　 （施行期日等）

１ 　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の過疎地域等におけ

る県税の特別措置に関する条例（以下この項及び附則第３項において「改正後の

条例」という。）第３条の規定は令和６年４月１日から、改正後の条例第４条の
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２の規定は令和６年４月19日から適用する。

　 （経過措置）

２ 　地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成

19年法律第40号）第４条第６項の規定による同法第６条に規定する同意基本計画

の同意の日が平成29年９月29日から令和６年３月31曰までの間である場合におけ

るこの条例による改正前の過疎地域等における県税の特別措置に関する条例第３

条の規定の適用については、なお従前の例による。

３ 　改正後の条例第４条の２の規定は、令和６年４月19日以後に新設され、又は増

設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備について

は、なお従前の例による。
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議案第 101 号

富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例等一部改正の件

　富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例等の一部を次のように改正する。

　　令和 6  年  6  月11日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例等の一部を改正する条例

　  （富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正）

第 １条　富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成24年富山県条例第71号）の一部を次のように改正する。

　　第47条第２項中「20人」を「15人」に、「30人」を「25人」に改める。

　  （富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律に基づく認定の要件を定める条例の一部改正）

第 ２条　富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律に基づく認定の要件を定める条例（平成18年富山県条例第50号）の一部を

次のように改正する。

　第４条第１号ウ中「20人」を「15人」に改め、同号エ中「30人」を「25人」に

改める。

　  （富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正）

第 ３条　富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成26年富山県条例第59号）の一部を次のように改正する。

　　第６条第３項の表中「30人」を「25人」に、「20人」を「15人」に改める。

　　　附　則
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　 （施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　  （富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 　保育士の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、

当分の間、第１条の規定による改正後の富山県児童福祉法に基づく児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準を定める条例第47条第２項の規定は、適用しない。

この場合において、第１条の規定による改正前の富山県児童福祉法に基づく児童

福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第47条第２項の規定は、この

条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

　  （富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律に基づく認定の要件を定める条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 　子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育

の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第２条の規定による改正

後の富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律に基づく認定の要件を定める条例第４条第１号の規定は、適用しない。この

場合において、第２条の規定による改正前の富山県就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定の要件を定める条例第４

条第１号の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

　  （富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正に伴う経過措置）

４ 　園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の

提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第３条の規定による改正後

の富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例第

６条第３項の表の規定は、適用しない。この場合において、第３条の規定による

改正前の富山県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める

条例第６条第３項の表の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその

効力を有する。
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議案第 102 号

富山県富山空港条例一部改正の件

　富山県富山空港条例の一部を次のように改正する。

　　令和 6  年  6  月11日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県富山空港条例の一部を改正する条例

　富山県富山空港条例（昭和38年富山県条例第19号）の一部を次のように改正する。

　第21条を第25条とし、第20条を第24条とし、第19条の次に次の４条を加える。

　 （公共施設等運営権の設定等）

第 20条　知事は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成11年法律第 117 号。以下「民間資金法」という。）第16条の規定により、

選定事業者（民間資金法第２条第５項に規定する選定事業者をいう。以下同じ。）

に空港の運営等（民間資金法第２条第６項に規定する運営等をいい、知事が別に

定めるものを除く。以下同じ。）に係る公共施設等運営権（民間資金法第２条第

７項に規定する公共施設等運営権をいう。以下「運営権」という。）を設定する

ことができる。

２ 　空港の運営等に係る選定事業者の選定を受けようとする民間事業者は、規則で

定めるところにより知事に申請しなければならない。

３ 　第１項の規定により運営権を設定することができる選定事業者の選定は、次に

掲げる基準に適合すると知事が認めた場合に行うものとする。

　⑴　空港の運営等を実施することについて適正かつ確実な計画を有すること。

　⑵ 　空港の運営等を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有

すること。

４ 　第１項の規定による運営権を有する者（以下「運営権者」という。）が行う空

港の運営等の基準は、次のとおりとする。

　⑴　法令（条例及び規則を含む。）を遵守すること。

　⑵ 　運営権者の役員及び従業員並びにこれらの者であつた者は、空港の運営等の

業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

　⑶　前２号に掲げるもののほか、知事が定める基準
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５　運営権者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

　⑴ 　空港の運営等であつて、着陸料等（空港法（昭和31年法律第80号）第13条第

１項に規定する着陸料等をいう。）を自らの収入として収受するものに係る業

務

　⑵　前号に掲げるもののほか、知事が定める業務

６  　前項の業務を行うため、この条例の規定（この条から第24条までの規定を除く。）

の規定に基づく知事の権限は、運営権者が行うものとする。

　 （利用料金）

第 21条　運営権に係る公共施設等運営事業（民間資金法第２条第６項に規定する公

共施設等運営事業をいう。）を行う場合においては、当該公共施設等運営事業に

係る施設の使用者は、当該施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を運営権者に支払わなければならない。

２ 　前項の場合において、利用料金に相当する使用料に係るこの条例の規定は、適

用しない。

３　運営権者は、利用料金の一部又は全部を免除し、又は返還することができる。

　 （旅客取扱施設利用料）

第 22条　運営権者は、航空旅客の取扱施設の利用に係る料金（以下「旅客取扱施設

利用料」という。）を定めようとするときは、その上限を定め、規則で定めると

ころにより、知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするとき

も、同様とする。

２ 　運営権者は、前項の規定による承認を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲

内で旅客取扱施設利用料を定め、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に

届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

３ 　知事は、前項の規定による届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に

対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、運営権者に対し、期限を定め

てその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができる。

４ 　運営権者は、第２項の規定による届出をした旅客取扱施設利用料をインターネ 

ットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

　 （運営権の移転の特例）

第 23条　知事は、民間資金法第26条第２項の許可を行おうとする場合において、次

に掲げる基準に適合するときは、同条第４項本文の議会の議決を要しないものと
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する。

　⑴ 　運営権の移転を受ける者が、民間資金法第９条各号のいずれにも該当しない

こと。

　⑵ 　運営権の移転が実施方針（民間資金法第５条第１項に規定する実施方針をい

う。）に照らして適切なものであること。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 103 号

富山県立都市公園条例及び富山県置県百年記念県民公園条例一部改正

の件

　富山県立都市公園条例及び富山県置県百年記念県民公園条例の一部を次のように

改正する。

　　令和 6  年  6  月11 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県立都市公園条例及び富山県置県百年記念県民公園条例の一部を

改正する条例

　 （富山県立都市公園条例の一部改正）

第 １条　富山県立都市公園条例（昭和52年富山県条例第41号）の一部を次のように

改正する。

　第２条の次に次の１条を加える。

　 （占用の許可）

第 ２条の２　法第６条第１項の規定により都市公園を占用しようとするときは、

知事の許可を受けなければならない。

２ 　前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、占用の目的、

占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他第７条第

２項各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

３ 　第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、

規則で定めるところにより、第７条第３項に定める書類を添付し、当該事項を

記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。ただし、

その変更が、第８条各号に掲げる軽易な変更であるときは、この限りでない。

４ 　知事は、第１項又は前項の許可の申請に係る行為が都市公園の管理上支障を

及ぼさないと認められる場合に限り、第１項又は前項の許可を与えることがで

きる。

５ 　知事は、第１項又は第３項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条

件を付することができる。

　第３条中「若しくは第３項の許可」の次に「（指定管理者が行つた前条第１項
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又は第３項の許可を含む。）」を加え、「前条第１項」を「第２条第１項」に改

める。

　第５条の３を次のように改める。

　 （指定管理者が行う業務）

第 ５条の３　前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、別表第１の

左欄に掲げる都市公園ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる業務とする。

２ 　第２条、第２条の２及び第13条第１項の規定は、指定管理者に当該業務を行

わせる場合において、準用する。この場合において、同条中「知事」とあるの

は、「指定管理者」と読み替えるものとする。

　第５条の４中「別表第１」を「別表第１の２」に改める。

　第10条の２第１項中「第６条第１項」を「指定管理者から第２条第１項若しく

は第３項の許可若しくは第２条の２第１項若しくは第３項の許可を受けた者又は

第６条第１項」に改め、「「有料公園施設の利用の承認」を「「許可又は承認」

に改め、同条に次の１項を加える。

４　利用料金を徴収する場合は、第９条の使用料を徴収しない。

　第12条の２第１号中「有料公園施設の利用の承認」を「許可又は承認」に改め

る。

　第13条第１項各号列記以外の部分中「許可」の次に「（第２条の２第１項又は

第３項の許可を除く。）」を加える。

　第15条各号列記以外の部分中「知事」の次に「（指定管理者による第２条の２

第１項又は第３項の許可に係る届出にあつては、指定管理者）」を加える。

　第20条第１項第１号中「第３項（」の次に「第５条の３第２項又は」を加え、

同項第３号中「第２項（」の次に「第５条の３第２項又は」を加え、「知事の」

を削る。

　別表第１を別表第１の２とし、同表の前に次の１表を加える。

別表第１（第５条の３関係）

都市公園名 業務

富山県総合運動公園 ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第６条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑶　第10条の２第１項に規定する利用料金の
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　徴収に関する業務

⑷ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務

県庁前公園 ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第６条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑶ 　第10条の２第１項に規定する利用料金の

徴収に関する業務

⑷ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務

富山県五福公園 ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第６条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑶ 　第10条の２第１項に規定する利用料金の

徴収に関する業務

⑷ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務

富山県岩瀬スポーツ公園 ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第６条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑶ 　第10条の２第１項に規定する利用料金の

徴収に関する業務

⑷ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務

富山県常願寺川公園 ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第６条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑶ 　第10条の２第１項に規定する利用料金の

徴収に関する業務

⑷ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務

富山県空港スポーツ緑地 ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第６条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑶ 　第10条の２第１項に規定する利用料金の

徴収に関する業務
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　別表第４の２の表を別表第４の４の表とし、別表第４の１の表を別表第４の３

の表とし、同表の前に次の２表を加える。

１ 　第２条第１項（同項第６号を除く。）又は第３項の規定による行為の許可

に関する利用料金

備 考　利用料金の額の算出基礎とする単位については、単位に満たない場合

又は単位未満の端数がある場合は、当該単位まで切り上げる。

２　第２条の２第１項又は第３項の規定による占用の許可に関する利用料金

区分 単位 金額

競技会、集会、展示会その他これらに類する催

し

１平方メートル

につき１日

20円

区分 単位 金額

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに

類する催しのために設けられる仮設工作物

１平方メートル

につき１日

36円（占用の

期間が１月に

満たない場合

は39円60銭）

⑷ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務

富山県富岩運河環水公園 ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第２条（同条第１項第６号を除く。）の

規定による行為の許可に関する業務

⑶ 　第２条の２の規定による占用の許可に関

する業務（法第７条第１項第６号の仮設工

作物に対する定型的な許可に係るものに限

る。）

⑷ 　第６条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑸ 　第10条の２第１項に規定する利用料金の

徴収に関する業務

⑹ 　第13条第１項の規定による処分に関する

業務

⑺ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務
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備 考　利用料金の額の算出基礎とする単位については、単位に満たない場合

又は単位未満の端数がある場合は、当該単位まで切り上げる。

　 （富山県置県百年記念県民公園条例の一部改正）

第 ２条　富山県置県百年記念県民公園条例（昭和58年富山県条例第４号）の一部を

次のように改正する。

　第７条の次に次の１条を加える。

　 （占用の許可）

第 ７条の２　法第６条第１項の規定により都市公園を占用しようとするときは、

知事の許可を受けなければならない。

２ 　前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、占用の目的、

占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他第12条第

２項各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

３ 　第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、

規則で定めるところにより、第12条第３項に定める書類を添付し、当該事項を

記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。ただし、

その変更が、第13条各号に掲げる軽易な変更であるときは、この限りでない。

４ 　知事は、第１項又は前項の許可の申請に係る行為が都市公園の管理上支障を

及ぼさないと認められる場合に限り、第１項又は前項の許可を与えることがで

きる。

５ 　知事は、第１項又は第３項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条

件を付することができる。

　第８条中「若しくは第３項の許可」の次に「（指定管理者が行つた前条第１項

又は第３項の許可を含む。）」を加え、「前条第１項」を「第７条第１項」に改

める。

　第10条の３を次のように改める。

　 （指定管理者が行う業務）

第 10条の３　前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、別表第１の

２の左欄に掲げる都市公園ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる業務とする。

２ 　第７条、第７条の２及び第18条第１項の規定は、指定管理者に当該業務を行

わせる場合において、準用する。この場合において、同条中「知事」とあるの

は、「指定管理者」と読み替えるものとする。
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　第15条の２第１項中「第11条第１項」を「指定管理者から第７条第１項若しく

は第３項の許可若しくは第７条の２第１項若しくは第３項の許可を受けた者又は

第11条第１項」に改め、「及び第17条の３」を削り、「「有料公園施設の利用の

承認」を「「許可又は承認」に改め、同条に次の１項を加える。

４　利用料金を徴収する場合は、第14条の使用料を徴収しない。

　第17条の２第１号中「有料公園施設の利用の承認」を「許可又は承認」に改め

る。

　第17条の３各号列記以外の部分中「有料公園施設の利用の承認」を「第11条第

１項の承認」に改め、同条第２号中「利用の承認」を「第11条第１項の承認」に

改める。

　第18条第１項各号列記以外の部分中「許可」の次に「（第７条の２第１項又は

第３項の許可を除く。）」を加える。

　第20条各号列記以外の部分中「知事」の次に「（指定管理者による第７条の２

第１項又は第３項の許可に係る届出にあつては、指定管理者）」を加える。

　第22条第１項第１号中「第３項（」の次に「第10条の３第２項又は」を加え、

同項第３号中「第２項（」の次に「第10条の３第２項又は」を加え、「知事の」

を削る。

　別表第１の次に次の１表を加える。

別表第１の２（第10条の３関係）

都市公園名 業務

県民公園新港の森 ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第11条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑶ 　第15条の２第１項に規定する利用料金の

徴収に関する業務

⑷ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務

県民公園太閤山ランド ⑴　都市公園の維持管理に関する業務

⑵ 　第７条の規定による行為の許可に関する

業務

⑶ 　第７条の２の規定による占用の許可に関

する業務（法第７条第１項第６号の仮設工
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　別表第２中県民公園太閤山ランドの項を次のように改める。

　別表第３中

「

  」

太閤山ランドトリ

ムコース

４月１日から11月30日ま

での日（太閤山ランドプ

ール広場の供用日以外の

火曜日及び休日の翌日を

除く。）

午前９時から午後５

時まで（太閤山ラン

ドプール広場の供用

日にあつては、午前

９時から午後６時ま

で）

太閤山ランドスカ

イプロムナード

太閤山ランドファ

ミリースポーツプ

ラザ

１月４日から12月28日ま

での日（太閤山ランドプ 

ール広場の供用日以外の

火曜日及び休日の翌日を

除く。）
太閤山ランドふる

さとパレス

太閤山ランドテニ

スコート

作物に対する定型的な許可に係るものに限

る。）

⑷ 　第11条第１項の規定による利用の承認に

関する業務

⑸ 　第15条の２第１項に規定する利用料金の

徴収に関する業務

⑹ 　第18条第１項の規定による処分に関する

業務

⑺ 　その他都市公園の管理に関して知事が必

要と認める業務

県民公園太閤山ランド 太閤山ランドプール広場

太閤山ランドファミリースポーツプラザ

太閤山ランドふるさとパレス

太閤山ランドテニスコート

太閤山ランドスポーツ広場

太閤山ランド野外劇場

太閤山ランドいきいき広場

太閤山ランド駐車場
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を

「

  」

に改める。

　別表第５の２中「附属設備利用料金」を「有料公園施設の附属設備利用料金」

に改め、同表の２を同表の４とし、同表の１中「施設利用料金」を「有料公園施

設の施設利用料金」に改め、同表の１の表中

「

  」

を削り、同表の１を同表の３の表とし、同表の３の前に次のように加える。

　１　第７条第１項又は第３項の規定による行為の許可に関する利用料金

　

　備 考　利用料金の額の算出基礎とする単位については、単位に満たない場合

又は単位未満の端数がある場合は、当該単位まで切り上げる。

　２　第７条の２第１項又は第３項の規定による占用の許可に関する利用料金

太閤山ランドファ

ミリースポーツプ

ラザ

１月４日から12月28日ま

での日（太閤山ランドプ 

ール広場の供用日以外の

火曜日及び休日の翌日を

除く。） 

午前９時から午後５

時まで（太閤山ラン

ドプール広場の供用

日にあつては、午前

９時から午後６時ま

で）

太閤山ランドふる

さとパレス

太閤山ランドテニ

スコート

太閤山ラン

ドトリムコ 

ース

個人 一般、学生及び高等学校の

生徒

１人につ

き１回

400円

中学校の生徒及び児童 130円

団体 一般、学生及び高等学校の

生徒

330円

中学校の生徒及び児童 100円

太閤山ラン

ドスカイプ

ロムナード

一般、学生及び高等学校の生徒 １人につ

き１回

400円

中学校の生徒及び児童 130円

区分 単位 金額

競技会、集会、展示会その他これらに類する催

し

１平方メートル

につき１日

20円
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備 考　利用料金の額の算出基礎とする単位については、単位に満たない場合

又は単位未満の端数がある場合は、当該単位まで切り上げる。

　　　附　則

　 （施行期日）

１ 　この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条中別表第２及び

別表第３の改正規定並びに別表第５の改正規定（別表第５の２を別表第５の４と

し、別表第５の１を別表第５の３とし、別表第５の３の前に別表第５の１及び別

表第５の２を加える部分を除く。）は、公布の日から施行する。

　 （富山県立都市公園条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 　この条例による改正後の富山県立都市公園条例第５条の３第２項において準用

する第２条、第２条の２及び第13条第１項の規定は、この条例の施行の日以後に

行われる申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例

による。

　 （富山県置県百年記念県民公園条例の一部改正に伴う経過措置）

３ 　この条例による改正後の富山県置県百年記念県民公園条例第10条の３第２項に

おいて準用する第７条、第７条の２及び第18条第１項の規定は、この条例の施行

の日以後に行われる申請について適用し、同日前に行われた申請については、な

お従前の例による。

区分 単位 金額

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに

類する催しのため設けられる仮設工作物

１平方メートル

につき１日

36円（占用の

期間が１月に

満たない場合

にあつては、

39円60銭）
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議案第 104 号

工事請負契約変更に関する件

　令和５年２月定例県議会において議決を経た主要地方道高岡環状線道路改築橋梁

上部工（２工区）工事請負契約について、次のとおり変更契約を締結するものとす

る。

　　令和 6  年 6  月11日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

　契 約 金 額　　変更前　536 ,800 ,000円

　　　　　　　　　変更後　567 ,883 ,800円
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報告第   3   号

　　　地方自治法第 179 条による専決処分の件

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 179 条第１項の規定に基づき、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。

　　令和 6  年 6  月11 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県税条例一部改正の件

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例一部改正の件

損害賠償に係る和解に関する件
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専決処分第  18  号

富山県税条例一部改正の件

富山県税条例の一部を改正する条例

　富山県税条例（昭和29年富山県条例第16号）の一部を次のように改正する。

　附則第１条の２の３中「附則第４条の４第１項」を「附則第４条の５第１項」に

改める。

　附則第３条の２の次に次の２条を加える。

　 （令和６年度分の個人の県民税の特別控除）

第 ３条の３　令和６年度分の個人の県民税に限り、法附則第５条の８第２項に規定

するところにより算定した県民税に係る令和６年度分特別税額控除額を、前年の

合計所得金額が18 ,050 ,000円以下である所得割の納税義務者（次条において「特

別税額控除対象納税義務者」という。）の第36条から第38条まで、附則第２条第

１項、附則第３条の２第１項及び附則第５条の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。

　 （令和７年度分の個人の県民税の特別控除）

第 ３条の４　令和７年度分の個人の県民税に限り、法附則第５条の12第２項に規定

するところにより算定した県民税に係る令和７年度分特別税額控除額を、特別税

額控除対象納税義務者（同一生計配偶者（控除対象配偶者及び法第34条第８項の

規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。） 

を有するものに限る。）の第36条から第38条まで、附則第２条第１項、附則第３

条の２第１項及び附則第５条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

　附則第５条の６中「令和６年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。

　附則第５条の７、附則第５条の８並びに附則第６条の５第１項及び第２項中「令

和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。

　附則第９条第１項及び第２項並びに附則第９条の２第１項中「令和６年３月31日」

を「令和11年３月31日」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　以上、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決する。
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　　令和 6  年 3  月30日

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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専決処分第  19  号

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例一部改正の件

過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条

例

　過疎地域等における県税の特別措置に関する条例（昭和39年富山県条例第75号）

の一部を次のように改正する。

　第２条第１項各号列記以外の部分中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」

に改める。

　第４条の２第１項各号列記以外の部分及び第２項各号列記以外の部分中「令和６

年３月31日」を「令和８年３月31日」に改める。

　附則第６項中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　以上、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決する。

　　令和 6  年 3  月30日

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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　　　損害賠償に係る和解に関する件（地方自治法第 179 条第１項による専決処分）

専決処
分番号

概　　　　　　　要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分
年 月 日

15 令和 5 年12月19日に県道新湊庄川線

射水市大門地内で発生したデリネー

タポールの接触による車両の損傷

高岡市在住１名 県が支払う額

25 ,300円

令和 6 年

 3 月27日

16 令和 5 年12月23日に一般国道 156 号

南砺市大崩島地内で発生した橋上部

からの落雪による車両の損傷

南砺市在住１名 県が支払う額

367 ,840円

令和 6 年

 3 月27日

20 令和 5 年 1 月28日に県道笹津安養寺

線富山市下大久保地内で発生した照

明灯からの落雪による車両の損傷

富山市在住１名 県が支払う額

145 ,200円

令和 6 年

 4 月 4 日

21 令和 6 年 1 月 8 日に県道立山水橋線

中新川郡上市町放士ケ瀬地内で発生

した道路のくぼみによる車両の損傷

下新川郡入善町在住

１名

県が支払う額

16 ,610円

令和 6 年

 4 月 9 日

22 令和 6 年 1 月24日に県道砂子谷埴生

線小矢部市蓮沼地内で発生した道路

のくぼみによる車両の損傷

小矢部市在住１名 県が支払う額

23 ,496円

令和 6 年

 4 月 9 日

23 令和 6 年 1 月24日に県道砺波福光線

南砺市寺家地内で発生した雪塊の接

触による車両の損傷

南砺市在住１名 県が支払う額

47 ,553円

令和 6 年

 4 月 9 日

24 令和 6 年 2 月26日に県道富山港線富

山市粟島町地内で発生した道路のく

ぼみによる車両の損傷

富山市在住１名 県が支払う額

4,785円

令和 6 年

 4 月15日

30 令和 5 年12月11日に県道富山高岡線

射水市鷲塚地内で発生した道路側溝

蓋の接触による車両の損傷

東京都千代田区

　三井住友海上火災

　保険株式会社

射水市在住１名

県が支払う額

　434 ,148円

令和 6 年

 4 月24日

31 令和 6 年 1 月30日に南砺市荒木地内

で発生した警察活動中の携帯電話機

の損傷

南砺市在住１名 県が支払う額

10 ,000円

令和 6 年

 5 月 8 日

38 令和 6 年 1 月26日に一般国道41号富

山市蜷川地内で発生した県が設置し

た設備からの落雪による車両の損傷

富山市

　株式会社ジェスコ 

射水市在住１名

県が支払う額

133 ,320円

令和 6 年

 5 月 9 日
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40 令和 6 年 3 月25日に射水市堀岡明神

新地内で発生した県営渡船内での転

倒による人身の損害

射水市在住１名 県が支払う額

71 ,242円

令和 6 年

 5 月23日
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報告第   4   号

　　　地方自治法第 180 条による専決処分の件

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180 条第１項の規定に基づき、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので報告する。

　　令和 6  年 6  月11 日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

損害賠償に係る和解に関する件
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　　　損害賠償に係る和解に関する件（地方自治法第 180 条第１項による専決処分）

専決処
分番号

概　　　　　　　要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分
年 月 日

17 令和 5 年 6 月23日に富山市本郷中部

地内で発生した県有自動車の交通事

故

射水市在住１名 県が受け取る額

301 ,730円

令和 6 年

 3 月29日

25 令和 5 年 6 月 1 日に下新川郡入善町

入膳地内で発生した警察車両の交通

事故

下新川郡入善町在住

１名

県が受け取る額

158 ,513円

令和 6 年

 4 月16日

26 令和 5 年 9 月19日に富山市赤江町地

内で発生した警察車両の交通事故

氷見市在住１名 県が受け取る額

85 ,390円

令和 6 年

 4 月16日

27 令和 5 年12月 4 日に射水市小島地内

で発生した警察車両の交通事故

射水市在住１名 県が受け取る額

57 ,035円

令和 6 年

 4 月16日

28 令和 6 年 1 月16日に富山市婦中町吉

谷地内で発生した警察車両の交通事

故

富山市在住１名 県が受け取る額

702 ,306円

令和 6 年

 4 月16日

29 令和 6 年 2 月26日に富山市蜷川地内

で発生した警察車両の交通事故

富山市

　有限会社栗原鉄工 

富山市在住１名

県が受け取る額

126 ,005円

令和 6 年

 4 月16日

32 令和 5 年 7 月13日に高岡市瑞穂町地

内で発生した警察車両の交通事故

高岡市在住１名

富山市

　全国労働者共済生 

　活協同組合連合会 

　富山推進本部

県が支払う額

6,195円

令和 6 年

 5 月 9 日

33 令和 5 年 7 月13日に高岡市瑞穂町地

内で発生した警察車両の交通事故

高岡市在住１名 県が支払う額

771 ,423円

令和 6 年

 5 月 9 日

34 令和 5 年12月29日に富山市高畠町地

内で発生した警察車両の交通事故

富山市

　公益財団法人富山

　県防犯協会

県が支払う額

67 ,793円

令和 6 年

 5 月 9 日

35 令和 6 年 1 月 4 日に滑川市上島地内

で発生した警察車両の交通事故

滑川市在住１名 県が支払う額

486 ,497円

令和 6 年

 5 月 9 日

36 令和 6 年 1 月13日に富山市中田地内

で発生した警察車両の交通事故

富山市在住２名 県が支払う額

115 ,000円

令和 6 年

 5 月 9 日
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37 令和 6 年 1 月14日に富山市婦中町西

本郷地内で発生した警察車両の交通 

事故

富山市

　株式会社桐谷鉄工

県が支払う額

163 ,900円

令和 6 年

 5 月 9 日

39 令和 6 年 4 月 7 日に高岡市中川栄町

地内で発生した借上車両の交通事故

高岡市在住１名

富山市

　公益財団法人富山

　県文化振興財団

県が支払う額

33 ,590円

令和 6 年

 5 月17日
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5,

 
00
0
13
1,
38
2,

 
00
0
84
0,
01
7,

 
00
0
11
3,
66
5,

 
00
0
72
6,
35
2,

 
00
0
72
6,
35
2,

 
00
0

1,
20
5,
00
0

70
3,
00
0,

 
00
0
22
,1
47
,

 
00
0

令
和

 6
 年

 6
 月

1
1日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円

報
告

第
 
 5
  
号

令
 
和

 
 5
  
年

 
度

 
富

 
山

 
県

 
継

 
続

 
費

 
繰

 
越

 
計

 
算

 
書

款
項

事
　
 業

　
 名

継
続
費
の

総
　
　
額

令
 和

 ５
 年

 度
 予

 算
 現

 額
支
出
済
額

及
び
支
出

見
 込

 額

残
　
　
額

翌
 年

 度

逓
　
　
次

繰
 越

 額

左
の

財
源

内
訳

予
　
　
算

計
 上

 額

前
年
度
逓

次
繰
越
額

計
繰
 越

 金
特
　
　
定
　
　
財
　
　
源

国
支
出
金

地
 方

 債
そ
の
他
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円
円

円
円

円
円

円

報
告

第
 
 6
  
号

令
 
和

 
 5
  
年

 
度

 
富

 
山

 
県

 
繰

 
越

 
明

 
許

 
費

 
繰

 
越

 
計

 
算

 
書

款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

1
議

会
費

1
議

会
費

事
務

局
運

営
事

務
費

40
0,
00
0

30
1,
95
0

30
1,
95
0

1
総

務
管

理
費

職
員

研
修

所
費

4,
74
0,
00
0

4,
74
0,
00
0

4,
74
0,
00
0

ブ
ラ

ン
デ

ィ
ン

グ
推

進
事

業
費

30
,0
00
,0
00

30
,0
00
,0
00

30
,0
00
,0
00

庁
舎

維
持

管
理

費
36
0,
60
0,
00
0

35
9,
08
7,
00
0

29
0,
00
0,
00
0

45
,6
55
,0
00

23
,4
32
,0
00

富
山

県
民

共
生

セ
ン

タ
ー

運
営

管
理

費
46
,2
00
,0
00

46
,2
00
,0
00

46
,2
00
,0
00

国
際

交
流

企
画

事
業

費
15
6,
38
1,
00
0

14
8,
38
1,
00
0

13
6,
00
0,
00
0

12
,3
81
,0
00

2
企

画
費

官
民

連
携

推
進

事
業

費
20
,0
00
,0
00

20
,0
00
,0
00

20
,0
00
,0
00

カ
ー

ボ
ン

ニ
ュ

ー
ト

ラ
ル

推
進

事
業

費
31
,0
00
,0
00

28
,8
00
,0
00

28
,8
00
,0
00

並
行

在
来

線
対

策
費

17
8,
75
0,
00
0

17
8,
75
0,
00
0

17
8,
75
0,
00
0

2
総

務
費

地
域

交
通

対
策

費
18
0,
00
0,
00
0

18
0,
00
0,
00
0

18
0,
00
0,
00
0

広
域

交
通

対
策

費
46
,0
00
,0
00

44
,1
41
,2
75

22
,0
00
,0
00

10
0,
00
0

22
,0
41
,2
75

高
志

の
国

文
学

館
管

理
運

営
費

1,
45
0,
00
0

1,
45
0,
00
0

1,
40
0,
00
0

50
,0
00

自
然

公
園

等
整

備
事

業
費

97
,6
17
,0
00

97
,6
17
,0
00

48
,0
87
,0
00

44
,1
00
,0
00

5,
43
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

3
自

然
保

護
費

県
民

公
園

推
進

費
51
,3
14
,0
00

51
,3
14
,0
00

46
,7
00
,0
00

4,
61
4,
00
0

植
物

公
園

管
理

運
営

費
37
,1
58
,0
00

4
徴

税
費

県
税

事
務

所
費

15
,0
65
,0
00

8,
51
5,
00
0

4,
00
0,
00
0

2,
12
5,
00
0

2,
39
0,
00
0

賦
課

徴
収

事
業

費
59
,1
91
,0
00

59
,1
91
,0
00

59
,1
91
,0
00

5
市

町
村

振
興

費
地

域
づ

く
り

支
援

事
業

費
2,
44
6,
00
0

2,
44
6,
00
0

2,
44
6,
00
0

1
社

会
福

祉
費

福
祉

の
ま

ち
づ

く
り

推
進

事
業

費
89
,3
75
,0
00

89
,3
75
,0
00

89
,3
75
,0
00

障
害

福
祉

管
理

費
49
8,
66
5,
00
0

49
4,
49
9,
95
7

38
6,
23
1,
55
7

91
,5
00
,0
00

16
,7
68
,4
00

障
害
者
就
労
等
支
援
事
業
費

5,
00
0,
00
0

5,
00
0,
00
0

3,
25
0,
00
0

1,
75
0,
00
0

心
身
障
害
児
者
援
護
事
業
費

9,
25
0,
00
0

9,
25
0,
00
0

6,
10
0,
00
0

3,
15
0,
00
0

高
齢

者
福

祉
対

策
費

55
6,
27
3,
00
0

55
6,
27
3,
00
0

23
6,
26
4,
00
0

21
9,
27
6,
00
0

10
0,
73
3,
00
0

老
人

福
祉

施
設

整
備

費
52
6,
18
0,
00
0

40
7,
70
6,
00
0

13
5,
86
8,
00
0

67
,2
00
,0
00

20
3,
89
8,
00
0

74
0,
00
0

介
護

保
険

制
度

費
39
0,
97
7,
00
0

39
0,
63
6,
85
2

39
0,
63
6,
85
2

3
民

生
費

要
保

護
児

童
福

祉
対

策
費

62
5,
00
0

62
5,
00
0

35
0,
00
0

27
5,
00
0

子
育

て
支

援
推

進
事

業
費

58
,4
41
,0
00

58
,4
41
,0
00

38
,9
58
,0
00

18
,8
00
,0
00

68
3,
00
0
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遊
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

推
進

事
業

費
4,
01
9,
00
0

3,
52
2,
00
0

3,
52
2,
00
0

2
児

童
福

祉
費

富
山

県
こ

ど
も

み
ら

い
館

管
理

運
営

費
88
6,
00
0

61
8,
73
3

60
0,
00
0

18
,7
33

安
心

こ
ど

も
基

金
推

進
事

業
費

2,
20
9,
00
0

乳
児

院
費

72
1,
00
0

72
1,
00
0

70
0,
00
0

21
,0
00

児
童

相
談

所
運

営
費

11
9,
50
2,
00
0

11
9,
15
1,
63
8

50
6,
00
0

45
,5
00
,0
00

31
,0
06
,0
00

42
,1
39
,6
38

4
災

害
救

助
費

災
害

救
助

費
49
9,
10
0,
00
0

46
5,
33
7,
50
0

18
,6
00
,0
00

44
6,
73
7,
50
0

1
公

衆
衛

生
費

感
染

症
対

策
費

55
0,
34
0,
00
0

55
0,
34
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

34
9,
39
6,
00
0

20
,2
50
,0
00

80
,6
94
,0
00

難
病

対
策

費
8,
37
8,
00
0

8,
37
8,
00
0

4,
18
9,
00
0

4,
18
9,
00
0

衛
生

研
究

所
費

8,
90
0,
00
0

2
環

境
衛

生
費

食
肉

検
査

所
運

営
費

3,
38
8,
00
0

3,
38
8,
00
0

1,
69
4,
00
0

1,
60
0,
00
0

94
,0
00

生
活

基
盤

施
設

耐
震

化
等

 
事

業
促

進
費

49
6,
55
0,
00
0

33
7,
54
2,
00
0

33
7,
54
2,
00
0

3
保
 
健
 
所
 
費

厚
生

セ
ン

タ
ー

事
業

費
27
,4
64
,0
00

18
,1
14
,0
00

9,
05
7,
00
0

9,
00
0,
00
0

57
,0
00

4
医

 
務

 
費

医
療

審
議

会
費

1,
13
5,
00
0

1,
13
5,
00
0

1,
13
5,
00
0

4
衛

生
費

地
域

医
療

推
進

対
策

費
55
,4
50
,0
00

54
,9
99
,0
00

54
,9
99
,0
00

看
護

職
員

確
保

総
合

対
策

 
事

業
費

39
,6
66
,0
00

39
,6
66
,0
00

39
,6
66
,0
00

5
薬

  
務

  
費

薬
事

総
合

研
究

開
発

セ
ン

タ
ー

費
8,
63
5,
00
0

8,
63
5,
00
0

8,
60
0,
00
0

13
,0
00

22
,0
00
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

6
公

害
防

止
費

地
下

水
指

針
推

進
費

40
0,
00
0

40
0,
00
0

40
0,
00
0

環
境

保
全

総
合

推
進

費
36
0,
24
6,
00
0

26
0,
22
8,
60
0

23
3,
40
0,
00
0

26
,8
28
,6
00

快
適

な
生

活
環

境
づ

く
り

推
進

費
36
,5
00
,0
00

34
,5
71
,0
00

14
,2
95
,0
00

15
0,
00
0

20
,1
26
,0
00

地
球

環
境

保
全

推
進

費
72
5,
59
8,
00
0

69
5,
59
8,
00
0

69
5,
59
8,
00
0

廃
棄

物
対

策
推

進
費

5,
99
9,
00
0

5,
99
9,
00
0

2,
47
5,
00
0

3,
52
4,
00
0

2
職

業
訓

練
費

魅
力

あ
る

技
能

社
会

推
進

事
業

費
12
,0
00
,0
00

10
,9
43
,6
32

10
,9
43
,6
32

5
労

働
費

職
業

能
力

開
発

校
整

備
費

13
4,
66
0,
00
0

13
4,
46
8,
60
0

60
,4
77
,0
00

63
,0
00
,0
00

10
,9
91
,6
00

3
失

業
対

策
費

人
材

確
保

対
策

事
業

費
76
,0
00
,0
00

76
,0
00
,0
00

76
,0
00
,0
00

卸
売

市
場

指
導

監
督

費
21
2,
25
4,
00
0

21
2,
25
4,
00
0

21
2,
25
4,
00
0

担
い

手
確

保
・

育
成

強
化

事
業

費
35
,2
00
,0
00

35
,2
00
,0
00

17
,6
00
,0
00

17
,0
00
,0
00

60
0,
00
0

農
業
改
良
普
及
事
業
推
進
費

3,
11
5,
00
0

3,
11
5,
00
0

1,
55
7,
00
0

1,
55
8,
00
0

経
営

体
育

成
支

援
事

業
費

19
5,
00
0,
00
0

19
5,
00
0,
00
0

13
0,
00
0,
00
0

65
,0
00
,0
00

担
い

手
確

保
・

経
営

強
化

支
援

事
業

費
20
0,
00
0,
00
0

10
1,
57
3,
00
0

10
1,
57
3,
00
0

1
農

  
業

  
費

水
田

農
業

生
産

振
興

対
策

 
事

業
費

12
2,
00
0,
00
0

12
2,
00
0,
00
0

60
,0
00
,0
00

12
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00
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 「
富
富
富

」
生
産
振
興
対
策
 

事
業

費
19
,3
33
,0
00

19
,3
33
,0
00

6,
00
0,
00
0

6,
00
0,
00
0

7,
33
3,
00
0

農
業
用
施
設
電
気
料
金
高
騰

緊
急

支
援

事
業

費
50
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00

花
総

合
セ

ン
タ

ー
運

営
費

18
,6
52
,0
00

18
,6
52
,0
00

16
,0
00
,0
00

2,
65
2,
00
0

稼
げ

る
!
と

や
ま

の
園

芸
産

地
支

援
事

業
費

20
,0
00
,0
00

20
,0
00
,0
00

20
,0
00
,0
00

農
業
・
園
芸
研
究
所
整
備
費

8,
78
9,
00
0

8,
78
9,
00
0

6,
00
0,
00
0

2,
78
9,
00
0

2
畜
 
産
 
業
 
費

畜
産
経
営
向
上
対
策
事
業
費

6,
00
0,
00
0

6,
00
0,
00
0

6,
00
0,
00
0

畜
産

研
究

所
運

営
費

1,
11
1,
00
0

1,
11
1,
00
0

1,
10
0,
00
0

11
,0
00

土
地

改
良

区
育

成
指

導
費

31
,9
00
,0
00

31
,9
00
,0
00

15
,9
50
,0
00

15
,9
50
,0
00

土
地
改
良
施
設
維
持
管
理
費

2,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

小
矢

部
川

ダ
ム

管
理

費
4,
72
7,
00
0

4,
72
7,
00
0

2,
00
0,
00
0

1,
06
5,
46
6

1,
66
1,
53
4

基
幹
水
利
施
設
保
全
事
業
費

60
,4
97
,0
00

43
,7
07
,7
20

18
,8
00
,0
00

19
,9
01
,9
99

5,
00
5,
72
1

基
幹

水
利

施
設

管
理

体
制

 
整

備
促

進
事

業
費

20
,4
00
,0
00

20
,4
00
,0
00

10
,2
00
,0
00

5,
10
0,
00
0

5,
10
0,
00
0

県
単

独
農

業
農

村
整

備
事

業
費

42
5,
00
0,
00
0

39
0,
86
8,
29
1

24
5,
00
0,
00
0

11
,0
00
,0
00

13
4,
86
8,
29
1

3
農

  
地

  
費

県
営
水
利
施
設
整
備
事
業
費

1,
18
3,
65
6,
00
0

1,
09
5,
00
6,
96
3

64
3,
62
7,
80
0

25
8,
00
0,
00
0

18
8,
48
0,
88
0

4,
89
8,
28
3

団
体

営
水

利
施

設
整

備
交

付
金

事
業

費
57
,5
94
,0
00

54
,6
58
,0
00

42
,9
43
,0
00

11
,0
00
,0
00

71
5,
00
0

県
営

農
地

整
備

事
業

費
7,
97
9,
00
0,
00
0

7,
18
0,
75
6,
50
6

4,
29
5,
52
6,
06
0

1,
72
2,
00
0,
00
0

1,
09
1,
60
4,
99
3

71
,6
25
,4
53
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

地
す

べ
り

対
策

事
業

費
45
4,
00
0,
00
0

38
9,
86
8,
82
6

22
5,
50
0,
00
0

15
2,
00
0,
00
0

12
,3
68
,8
26

県
営

農
村

地
域

防
災

減
災

 
事

業
費

3,
32
7,
50
1,
00
0

2,
86
6,
78
1,
66
3

1,
85
1,
75
1,
20
0

79
4,
00
0,
00
0

19
6,
89
1,
30
0

24
,1
39
,1
63

団
体
営
農
村
地
域
防
災
減
災

事
業

費
21
,5
70
,0
00

21
,5
70
,0
00

17
,2
38
,0
00

4,
00
0,
00
0

33
2,
00
0

国
土

調
査

事
業

費
43
,1
25
,0
00

41
,9
98
,5
00

27
,9
99
,0
00

13
,9
99
,5
00

中
山

間
地

域
農

業
農

村
総

合
整

備
事

業
費

11
2,
00
0,
00
0

99
,2
92
,2
00

61
,6
00
,0
00

24
,0
00
,0
00

12
,9
55
,4
20

73
6,
78
0

水
と
緑
の
森
づ
く
り
事
業
費

2,
21
7,
00
0

2,
21
7,
00
0

2,
21
7,
00
0

林
業

成
長

産
業

化
推

進
事

業
費

95
8,
86
0,
00
0

95
5,
07
8,
67
7

94
8,
51
0,
37
7

6,
56
8,
30
0

6
農
林
水
産
業
費

造
林

事
業

費
34
1,
43
8,
00
0

34
1,
43
8,
00
0

19
3,
79
3,
00
0

14
7,
64
5,
00
0

県
単

独
森

林
整

備
事

業
費

16
1,
54
2,
00
0

14
3,
38
1,
75
0

80
,0
00
,0
00

2,
00
0,
00
0

61
,3
81
,7
50

県
単

独
林

道
整

備
事

業
費

55
,5
73
,0
00

55
,5
73
,0
00

55
,0
00
,0
00

57
3,
00
0

県
営

林
道

道
整

備
交

付
金

 
事

業
費

17
5,
10
0,
00
0

16
4,
85
0,
41
6

82
,3
75
,2
08

60
,0
00
,0
00

16
,4
75
,0
42

6,
00
0,
16
6

山
の

み
ち

地
域

づ
く

り
交

付
金

事
業

費
13
1,
10
0,
00
0

78
,1
73
,5
13

55
,1
03
,2
69

17
,0
00
,0
00

3,
86
9,
29
6

2,
20
0,
94
8

県
営

林
道

開
設

交
付

金
事

業
費

69
,7
00
,0
00

52
,2
55
,8
25

25
,8
77
,9
13

19
,0
00
,0
00

5,
17
5,
58
3

2,
20
2,
32
9

団
体

営
林

道
改

良
交

付
金

 
事

業
費

56
,6
00
,0
00

56
,1
49
,0
00

42
,1
91
,0
00

13
,9
58
,0
00
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4
林

業
費

県
営

林
道

改
良

事
業

費
4,
50
0,
00
0

復
旧

治
山

事
業

費
38
2,
00
0,
00
0

33
2,
81
0,
00
0

14
7,
81
0,
00
0

18
5,
00
0,
00
0

予
防

治
山

交
付

金
事

業
費

46
,0
00
,0
00

40
,0
00
,0
00

20
,0
00
,0
00

18
,0
00
,0
00

2,
00
0,
00
0

な
だ
れ
防
止
林
造
成
事
業
費

10
3,
00
0,
00
0

10
3,
00
0,
00
0

51
,5
00
,0
00

51
,0
00
,0
00

50
0,
00
0

県
単

独
治

山
事

業
費

45
6,
00
0,
00
0

40
3,
30
8,
53
4

3,
60
0,
00
0

25
5,
50
0,
00
0

26
,0
00
,0
00

11
8,
20
8,
53
4

緊
急

治
山

事
業

費
45
5,
00
0,
00
0

41
7,
74
2,
58
5

28
2,
74
2,
58
5

13
5,
00
0,
00
0

地
す

べ
り

防
止

事
業

費
27
1,
00
0,
00
0

22
5,
08
4,
23
7

13
5,
32
9,
86
8

85
,0
00
,0
00

4,
75
4,
36
9

緊
急

予
防

治
山

事
業

費
12
6,
00
0,
00
0

92
,6
20
,0
00

29
,6
20
,0
00

63
,0
00
,0
00

治
山
施
設
機
能
強
化
交
付
金

事
業

費
72
,0
00
,0
00

53
,2
90
,8
60

21
,2
90
,8
60

32
,0
00
,0
00

山
地

災
害

重
点

地
域

総
合

対
策

事
業

費
12
6,
00
0,
00
0

11
1,
55
6,
94
5

51
,5
56
,9
45

60
,0
00
,0
00

森
林

研
究

所
運

営
費

2,
15
6,
00
0

2,
15
6,
00
0

2,
10
0,
00
0

56
,0
00

水
産

業
振

興
啓

発
・

活
動

事
業

費
3,
47
4,
00
0

3,
47
4,
00
0

3,
00
0,
00
0

47
4,
00
0

栽
培
漁
業
振
興
推
進
事
業
費

55
,0
00
,0
00

55
,0
00
,0
00

20
,4
61
,0
00

25
,0
00
,0
00

9,
53
9,
00
0

資
源
管
理
・
漁
業
経
営
安
定
 

対
策

推
進

事
業

費
46
6,
30
0,
00
0

42
9,
28
2,
00
0

22
4,
84
8,
00
0

20
4,
00
0,
00
0

43
4,
00
0

沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
費

48
4,
91
8,
00
0

40
9,
91
8,
00
0

35
0,
00
0,
00
0

59
,9
18
,0
00

漁
協

経
営

強
化
  ・

育
成

指
導

費
3,
46
5,
00
0

3,
46
5,
00
0

3,
46
5,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

内
水

面
増

殖
調

査
研

究
費

73
4,
00
0

73
4,
00
0

70
0,
00
0

34
,0
00

5
水

産
業

費
漁

港
管

理
費

7,
30
0,
00
0

4,
76
7,
36
0

4,
76
7,
36
0

県
単

独
漁

港
・

漁
港

海
岸

整
備

事
業

費
11
,5
00
,0
00

9,
96
7,
59
2

3,
00
0,
00
0

78
4,
09
2

6,
18
3,
50
0

水
産

基
盤

整
備

事
業

費
41
3,
00
0,
00
0

32
3,
68
1,
83
5

16
1,
84
0,
91
8

10
3,
00
0,
00
0

48
,5
52
,2
74

10
,2
88
,6
43

漁
港
・

海
岸

整
備

交
付

金
事

業
費

30
,0
00
,0
00

19
,1
38
,1
00

13
,0
78
,9
00

3,
00
0,
00
0

2,
11
2,
43
5

94
6,
76
5

市
町

営
漁

港
漁

場
整

備
交

付
金

事
業

費
35
,0
00
,0
00

28
,1
57
,8
50

28
,1
57
,8
50

市
町

営
漁

港
漁

場
整

備
事

業
費

49
,0
00
,0
00

36
,9
59
,5
65

24
,6
39
,7
10

11
,0
00
,0
00

1,
31
9,
85
5

漁
港

海
岸

整
備

事
業

費
60
,0
00
,0
00

46
,5
04
,9
00

23
,2
52
,4
50

20
,0
00
,0
00

3,
25
2,
45
0

1
商

  
業

  
費

中
小

商
業

支
援

事
業

費
36
0,
00
0,
00
0

36
0,
00
0,
00
0

35
0,
00
0,
00
0

10
,0
00
,0
00

経
済

交
流

推
進

事
業

費
21
,5
00
,0
00

21
,5
00
,0
00

21
,5
00
,0
00

2
工
 
鉱
 
業
 
費

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

 
普

及
促

進
事

業
費

21
0,
00
0,
00
0

48
,5
00
,0
00

48
,5
00
,0
00

7
商

工
費

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
対

策
事

業
費

40
9,
00
0,
00
0

34
4,
00
0,
00
0

34
4,
00
0,
00
0

中
小

企
業

振
興

事
業

費
5,
05
0,
00
0,
00
0

5,
03
4,
81
1,
00
0

3,
48
4,
81
1,
00
0

1,
55
0,
00
0,
00
0

産
業

技
術

研
究

開
発

セ
ン

タ
ー

運
営

費
23
,8
64
,0
00

23
,8
64
,0
00

17
,0
00
,0
00

6,
86
4,
00
0
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3
観

  
光

  
費

観
光

振
興

対
策

費
15
,1
00
,0
00

11
,4
81
,0
00

11
,4
81
,0
00

観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
費

1,
39
8,
00
0,
00
0

1,
39
8,
00
0,
00
0

1,
04
2,
00
0,
00
0

35
6,
00
0,
00
0

1
土

木
管

理
費

建
築

指
導

費
9,
40
0,
00
0

9,
40
0,
00
0

4,
70
0,
00
0

4,
70
0,
00
0

2
道
路
橋
り
ょ
う
費

県
単

独
災

害
防

除
費

13
0,
00
0,
00
0

10
6,
65
5,
80
6

10
4,
00
0,
00
0

2,
65
5,
80
6

県
単

独
雪

寒
対

策
施

設
費

12
0,
00
0,
00
0

42
,5
15
,2
02

4,
25
1,
52
0

38
,0
00
,0
00

26
3,
68
2

県
単

独
雪

寒
対

策
施

設
維

持
修

繕
費

32
0,
00
0,
00
0

20
8,
84
6,
40
3

10
9,
50
0,
00
0

99
,3
46
,4
03

積
雪
寒
冷
地
道
路
建
設
機
械

整
備

費
70
,0
00
,0
00

48
,8
57
,6
98

32
,5
71
,7
98

14
,0
00
,0
00

2,
28
5,
90
0

県
単

独
交

通
安

全
施

設
整

備
費

28
8,
55
4,
00
0

18
5,
52
2,
95
7

13
5,
00
0,
00
0

50
,5
22
,9
57

県
単

独
道

路
維

持
修

繕
費

1,
54
2,
40
0,
00
0

1,
24
9,
89
1,
01
7

99
3,
10
0,
00
0

24
,0
00
,0
00

23
2,
79
1,
01
7

道
路

橋
り

ょ
う

改
築

費
8,
70
0,
00
0,
00
0

7,
17
4,
98
1,
96
6

3,
96
3,
24
1,
82
0

2,
91
4,
00
0,
00
0

29
7,
74
0,
14
6

県
単

独
道

路
改

良
費

1,
89
3,
86
0,
00
0

1,
45
7,
33
5,
14
4

12
0,
46
3,
47
3

1,
17
2,
00
0,
00
0

46
,9
13
,8
91

11
7,
95
7,
78
0

道
路

総
合

交
付

金
事

業
費

3,
10
0,
00
0,
00
0

2,
22
6,
35
0,
79
5

1,
13
1,
20
7,
68
6

1,
03
1,
00
0,
00
0

64
,1
43
,1
09

県
単

独
橋

り
ょ

う
維

持
修

繕
費

45
0,
00
0,
00
0

37
9,
21
3,
30
2

28
6,
70
0,
00
0

92
,5
13
,3
02

県
営

ダ
ム

維
持

修
繕

費
40
,0
00
,0
00

28
,2
81
,2
78

4,
00
0,
00
0

17
,8
74
,4
22

6,
40
6,
85
6

県
単

独
河

川
維

持
修

繕
費

1,
43
0,
00
0,
00
0

1,
07
6,
58
1,
47
8

78
4,
20
0,
00
0

9,
00
0,
00
0

28
3,
38
1,
47
8

県
単

独
河

川
改

良
費

12
0,
00
0,
00
0

46
,9
59
,8
00

38
,0
00
,0
00

8,
95
9,
80
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

県
単

独
ダ

ム
維

持
管

理
費

24
5,
00
0,
00
0

21
0,
13
1,
41
0

57
,0
00
,0
00

33
,2
24
,3
73

11
9,
90
7,
03
7

都
市
基
盤
河
川
改
修
事
業
費

35
,0
00
,0
00

26
,8
09
,4
40

26
,8
09
,4
40

河
川

災
害

関
連

事
業

費
18
,9
76
,0
00

18
,9
76
,0
00

9,
48
8,
00
0

9,
00
0,
00
0

48
8,
00
0

河
川

総
合

交
付

金
事

業
費

2,
02
5,
00
0,
00
0

1,
87
9,
83
2,
96
6

93
1,
32
4,
98
6

90
3,
00
0,
00
0

17
,1
83
,0
00

28
,3
24
,9
80

河
川

改
修

費
3,
78
0,
00
0,
00
0

3,
35
6,
46
4,
24
3

1,
17
6,
99
7,
22
4

1,
43
7,
00
0,
00
0

64
0,
48
9,
20
1

10
1,
97
7,
81
8

県
単

独
砂

防
改

良
費

30
,0
00
,0
00

25
,7
49
,6
85

25
,7
49
,6
85

3
河

川
海

岸
費

県
単

独
砂

防
維

持
修

繕
費

74
0,
00
0,
00
0

58
1,
39
8,
47
1

39
5,
00
0,
00
0

18
6,
39
8,
47
1

小
規
模
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策

補
助

金
65
,0
00
,0
00

55
,2
98
,5
43

55
,2
00
,0
00

98
,5
43

砂
防

総
合

交
付

金
事

業
費

1,
30
0,
00
0,
00
0

96
4,
49
6,
44
0

45
9,
94
3,
28
0

37
6,
00
0,
00
0

12
8,
55
3,
16
0

砂
防

関
係

施
設

整
備

費
2,
45
0,
00
0,
00
0

2,
00
4,
08
0,
77
3

1,
00
0,
59
4,
80
6

86
1,
00
0,
00
0

14
2,
48
5,
96
7

海
岸

保
全

事
業

費
21
7,
00
0,
00
0

18
9,
10
1,
08
7

94
,5
50
,5
44

28
,0
00
,0
00

66
,5
50
,5
43

海
岸

環
境

保
全

事
業

費
50
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00

35
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

8
土

木
費

県
単

独
海

岸
整

備
事

業
費

57
,0
00
,0
00

46
,3
79
,7
21

46
,3
79
,7
21

海
岸

総
合

交
付

金
事

業
費

27
3,
00
0,
00
0

23
6,
61
1,
91
2

11
2,
82
7,
30
6

97
,0
00
,0
00

26
,7
84
,6
06
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港
湾

海
岸

保
全

事
業

費
72
,0
00
,0
00

59
,8
50
,0
00

29
,9
25
,0
00

29
,9
25
,0
00

港
湾

海
岸

総
合

交
付

金
事

業
費

11
0,
00
0,
00
0

10
1,
86
8,
87
0

49
,3
05
,7
02

47
,0
00
,0
00

5,
56
3,
16
8

県
単

独
港

湾
運

河
維

持
修

繕
費

50
0,
00
0,
00
0

42
8,
40
4,
43
2

30
5,
50
0,
00
0

12
2,
90
4,
43
2

港
湾
施
設
特
別
会
計
繰
出
金

1,
02
1,
00
0,
00
0

99
8,
50
0,
00
0

99
8,
50
0,
00
0

県
単

独
港

湾
改

良
整

備
費

47
,0
00
,0
00

37
,4
94
,1
00

14
,1
04
,0
00

8,
00
0,
00
0

89
3,
64
0

14
,4
96
,4
60

伏
木
富
山
港
港
湾
公
害
防
止

対
策

費
27
,0
00
,0
00

23
,0
44
,5
08

11
,5
22
,2
54

11
,5
22
,2
54

4
港

湾
費

港
湾

総
合

交
付

金
事

業
費

49
4,
00
0,
00
0

34
0,
52
8,
09
3

14
4,
08
7,
75
8

17
2,
00
0,
00
0

24
,4
40
,3
35

港
湾

予
防

保
全

事
業

費
35
0,
00
0,
00
0

25
4,
35
7,
42
0

10
4,
97
3,
91
8

13
3,
00
0,
00
0

16
,3
83
,5
02

伏
木

富
山

港
改

良
整

備
費

48
,0
00
,0
00

46
,4
69
,9
63

23
,2
34
,9
82

21
,0
00
,0
00

2,
23
4,
98
1

空
港

管
理

費
62
,0
00
,0
00

61
,9
94
,0
00

1,
00
0,
00
0

60
,9
94
,0
00

県
単

独
空

港
整

備
費

11
5,
00
0,
00
0

10
6,
87
1,
96
5

5,
00
0,
00
0

10
1,
87
1,
96
5

富
山

空
港

整
備

費
38
,8
55
,0
00

組
合
土
地
区
画
整
理
事
業
費

64
,0
00
,0
00

36
,8
52
,5
00

20
,2
68
,8
75

7,
00
0,
00
0

8,
29
2,
00
0

1,
29
1,
62
5

市
町
村
都
市
計
画
土
地
区
画

整
理

事
業

費
補

助
金

13
,0
99
,0
00

1,
36
7,
00
0

1,
36
7,
00
0

県
単

独
都

市
計

画
街

路
改

良
費

17
8,
00
0,
00
0

10
4,
57
9,
79
8

32
,3
31
,5
97

54
,0
00
,0
00

9,
30
1,
00
0

8,
94
7,
20
1

都
市
計
画
街
路
事
業
推
進
費

8,
00
0,
00
0

6,
70
0,
00
0

2,
61
0,
00
0

70
,0
00

4,
02
0,
00
0



富山県繰越明許費繰越計算書

56―　　―

款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

5
都

市
計

画
費

都
市

計
画

基
本

調
査

費
38
,9
84
,0
00

14
,7
43
,3
00

14
,7
43
,3
00

都
市
計
画
街
路
総
合
交
付
金

事
業

費
57
9,
60
0,
00
0

43
3,
72
7,
51
5

86
,3
55
,0
00

20
3,
61
6,
39
9

80
,0
00
,0
00

60
,5
72
,0
00

3,
18
4,
11
6

街
路

事
業

費
2,
65
1,
00
0,
00
0

1,
83
5,
76
7,
13
3

11
0,
91
0,
55
6

98
7,
68
7,
33
2

37
6,
00
0,
00
0

29
6,
85
4,
00
0

64
,3
15
,2
45

県
単

独
都

市
公

園
維

持
管

理
費

24
,8
69
,0
00

11
,6
94
,9
07

2,
73
3,
00
0

8,
96
1,
90
7

県
単

独
都

市
公

園
施

設
整

備
費

56
6,
80
0,
00
0

29
5,
58
0,
95
3

23
1,
20
0,
00
0

64
,3
80
,9
53

都
市

公
園

総
合

交
付

金
事

業
費

19
2,
80
0,
00
0

13
3,
13
9,
19
0

66
,5
70
,0
00

60
,0
00
,0
00

6,
56
9,
19
0

6
住

  
宅

  
費

県
営

住
宅

維
持

管
理

費
50
,0
00
,0
00

25
,7
72
,0
00

2,
44
8,
00
0

23
,3
24
,0
00

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

整
備

事
業

費
97
,6
00
,0
00

19
,3
51
,0
00

4,
91
4,
00
0

14
,4
37
,0
00

開
発

指
導

監
督

事
業

費
50
,0
00
,0
00

38
,6
95
,0
00

19
,3
47
,0
00

19
,3
48
,0
00

安
全
  ・
安
心
と
や
ま
の
住
ま
い

耐
震

化
促

進
事

業
費

6,
47
5,
00
0

4,
20
0,
00
0

2,
10
0,
00
0

2,
10
0,
00
0

交
通

安
全

施
設

費
10
8,
00
0,
00
0

10
8,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

8,
00
0,
00
0

交
通
安
全
博
物
館
等
整
備
費

4,
98
6,
00
0

4,
98
6,
00
0

4,
90
0,
00
0

86
,0
00

1
警

察
管

理
費

警
察

管
理

事
務

費
4,
30
1,
00
0

4,
30
1,
00
0

4,
30
1,
00
0

 9
警

察
費

通
信
  ・

航
空

機
運

用
費

26
,4
55
,0
00

26
,4
55
,0
00

19
,0
00
,0
00

7,
45
5,
00
0



富山県繰越明許費繰越計算書

57―　　―

警
察

施
設

補
修

費
94
,9
71
,0
00

94
,9
71
,0
00

35
,6
58
,0
00

57
,2
00
,0
00

2,
11
3,
00
0

警
察

署
庁

舎
建

設
費

15
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

2
警

察
活

動
費

交
通

警
察

費
4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

生
徒

指
導

推
進

費
10
,0
00
,0
00

10
,0
00
,0
00

10
,0
00
,0
00

県
立

学
校

教
育

指
導

研
究

推
進

費
63
,0
00
,0
00

63
,0
00
,0
00

63
,0
00
,0
00

1
教

育
総

務
費

県
立

学
校

教
育

振
興

計
画

 
推

進
費

49
,8
39
,0
00

39
,5
56
,0
00

39
,5
56
,0
00

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
運
営
費

54
,7
28
,0
00

54
,7
28
,0
00

49
,0
00
,0
00

5,
72
8,
00
0

私
立
学
校
振
興
推
進
事
業
費

45
0,
00
0

45
0,
00
0

45
0,
00
0

公
立

学
校

共
済

宿
泊

施
設

 
維

持
管

理
費

5,
26
0,
00
0

5,
26
0,
00
0

5,
20
0,
00
0

60
,0
00

学
校

修
繕

費
（
全
日
制
）

38
8,
35
5,
00
0

37
7,
48
5,
00
0

10
4,
56
0,
00
0

25
9,
70
0,
00
0

1,
56
2,
00
0

11
,6
63
,0
00

県
立

学
校

実
習

事
業

費
5,
28
6,
00
0

5,
28
6,
00
0

5,
28
6,
00
0

学
校

修
繕

費
（
定
時
制
）

44
,8
68
,0
00

3,
30
0,
00
0

2,
20
0,
00
0

1,
10
0,
00
0

4
高

等
学

校
費

科
学
技
術
教
育
設
備
充
実
費

3,
30
0,
00
0

1,
95
0,
00
0

1,
65
0,
00
0

30
0,
00
0

高
等

学
校

建
設

事
業

費
1,
91
6,
85
5,
00
0

1,
29
1,
59
6,
00
0

1,
11
8,
00
0,
00
0

17
3,
59
6,
00
0

運
動

場
等

整
備

費
84
,7
10
,0
00

54
,4
00
,8
00

48
,0
00
,0
00

6,
40
0,
80
0

10
教

育
費

高
等

学
校

校
舎

等
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
事

業
費

36
8,
58
8,
00
0

27
9,
26
3,
75
3

21
8,
00
0,
00
0

61
,2
63
,7
53
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

特
別

支
援

学
校

運
営

費
1,
30
0,
00
0

1,
01
3,
89
0

65
0,
00
0

36
3,
89
0

5
特
別
支
援
学
校
費

学
校

修
繕

費
（
特
別
支
援
）

13
4,
99
1,
00
0

94
,6
82
,0
00

5,
20
0,
00
0

80
,8
00
,0
00

8,
68
2,
00
0

特
別
支
援
学
校
建
設
事
業
費

32
6,
38
2,
00
0

32
3,
23
8,
00
0

49
,2
36
,0
00

20
9,
00
0,
00
0

65
,0
02
,0
00

6
大

学
費

公
立
大
学
法
人
振
興
事
業
費

15
4,
92
0,
00
0

15
4,
92
0,
00
0

10
3,
28
0,
00
0

51
,0
00
,0
00

64
0,
00
0

青
少
年
教
育
施
設
等
管
理
費

32
,9
88
,0
00

22
,0
62
,0
00

21
,0
00
,0
00

1,
06
2,
00
0

県
立

文
化

ホ
ー

ル
管

理
運

営
費

10
0,
41
2,
00
0

90
,1
48
,0
00

77
,2
00
,0
00

12
,1
10
,0
00

83
8,
00
0

7
社

会
教

育
費

文
化

財
保

存
整

備
費

10
,0
52
,0
00

10
,0
52
,0
00

3,
82
6,
00
0

4,
60
0,
00
0

1,
62
6,
00
0

立
山

博
物

館
管

理
運

営
費

27
,5
84
,0
00

27
,5
84
,0
00

27
,0
00
,0
00

58
4,
00
0

富
山
県
美
術
館
管
理
運
営
費

11
,9
25
,0
00

11
,9
25
,0
00

11
,4
00
,0
00

38
5,
00
0

14
0,
00
0

水
墨

美
術

館
管

理
運

営
費

17
,6
32
,0
00

3,
73
3,
00
0

3,
00
0,
00
0

73
3,
00
0

8
保

健
体

育
費

ス
ポ

ー
ツ

活
性

化
推

進
事

業
費

4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

ス
ポ

ー
ツ

施
設

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

事
業

費
14
6,
53
9,
00
0

14
6,
23
0,
78
0

13
0,
40
0,
00
0

4,
78
0

15
,8
26
,0
00

災
害

農
地

復
旧

事
業

費
2,
83
0,
00
0,
00
0

2,
25
2,
64
6,
00
0

2,
25
2,
64
6,
00
0

県
営

農
地

災
害

復
旧

費
12
0,
00
0,
00
0

10
3,
26
5,
70
0

10
3,
26
5,
70
0
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1
農
林
水
産
業
施
設
 

災
害

復
旧

費

漁
港

災
害

復
旧

費
1,
45
2,
00
0,
00
0

1,
45
2,
00
0,
00
0

88
8,
00
0,
00
0

56
4,
00
0,
00
0

県
単

独
漁

港
災

害
復

旧
費

29
5,
00
0,
00
0

29
4,
34
3,
95
2

29
4,
30
0,
00
0

43
,9
52

林
道

災
害

復
旧

事
業

費
71
4,
26
5,
00
0

68
7,
62
4,
00
0

68
7,
62
4,
00
0

治
山
施
設
災
害
復
旧
事
業
費

10
0,
00
0,
00
0

60
,8
10
,3
01

40
,5
59
,7
10

20
,0
00
,0
00

25
0,
59
1

直
轄

災
害

復
旧

事
業

費
負

担
金

2,
24
8,
79
2,
00
0

2,
07
9,
11
2,
00
0

2,
07
8,
90
0,
00
0

10
0,
00
0

11
2,
00
0

道
路

災
害

復
旧

費
3,
68
8,
70
0,
00
0

3,
68
8,
70
0,
00
0

1,
65
3,
47
4,
05
8

1,
81
4,
10
0,
00
0

22
1,
12
5,
94
2

11
災

害
復

旧
費

県
単

独
道

路
災

害
復

旧
費

19
,8
00
,0
00

19
,8
00
,0
00

19
,8
00
,0
00

橋
り

ょ
う

災
害

復
旧

費
51
4,
30
0,
00
0

51
0,
51
3,
00
0

33
7,
16
8,
00
0

17
3,
30
0,
00
0

45
,0
00

河
川

災
害

復
旧

費
7,
44
2,
20
0,
00
0

7,
44
2,
20
0,
00
0

4,
11
0,
75
3,
20
2

3,
01
9,
30
0,
00
0

11
,0
62
,9
00

30
1,
08
3,
89
8

2
公

共
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

県
単

独
河

川
災

害
復

旧
費

18
,9
00
,0
00

18
,9
00
,0
00

18
,9
00
,0
00

海
岸

災
害

復
旧

費
20
0,
00
0,
00
0

20
0,
00
0,
00
0

13
3,
40
0,
00
0

66
,6
00
,0
00

砂
防

災
害

復
旧

費
85
5,
00
0,
00
0

75
5,
45
5,
37
5

33
7,
64
7,
38
6

29
3,
30
0,
00
0

12
4,
50
7,
98
9

県
単

独
砂

防
災

害
復

旧
費

3,
80
0,
00
0

3,
80
0,
00
0

3,
80
0,
00
0

港
湾

災
害

復
旧

費
2,
53
7,
40
0,
00
0

2,
52
7,
00
0,
26
2

1,
50
7,
36
5,
00
0

1,
00
0,
80
0,
00
0

18
,3
00
,0
00

53
5,
26
2

県
単

独
港

湾
災

害
復

旧
費

10
,3
00
,0
00

10
,3
00
,0
00

10
,3
00
,0
00

公
園

災
害

復
旧

費
35
0,
50
0,
00
0

34
7,
80
1,
86
8

23
1,
98
4,
00
0

11
5,
80
0,
00
0

17
,8
68
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計
　
　
　
　
計

98
,8
77
,1
15
,0
00

86
,4
78
,0
79
,8
15

47
4,
62
6,
14
6

42
,3
40
,5
37
,6
80

32
,2
40
,4
00
,0
00

3,
69
2,
23
2,
08
0

7,
73
0,
28
3,
90
9

2
土

木
費

2
県
単
独
公
共
用
地
 

先
行
取
得
事
業
費

県
単
独
公
共
用
地
特
別
先
行

取
得

事
業

費
13
6,
00
0,
00
0

40
,0
50
,5
35

40
,0
00
,0
00

50
,5
35

県
単
独
道
路
整
備
公
共
用
地

特
別

先
行

取
得

事
業

費
20
4,
00
0,
00
0

15
7,
26
5,
37
5

15
7,
00
0,
00
0

26
5,
37
5

1
土

木
費

1
港

湾
費

荷
役

機
械

運
営

費
18
,2
60
,0
00

14
,1
60
,0
00

14
,1
60
,0
00

荷
役

機
械

建
設

事
業

費
96
,0
00
,0
00

95
,8
32
,4
00

95
,0
00
,0
00

83
2,
40
0

荷
役
機
械
災
害
復
旧
事
業
費

24
3,
00
0,
00
0

19
7,
90
0,
00
0

99
,0
00
,0
00

98
,9
00
,0
00

ふ
頭
用
地
災
害
復
旧
事
業
費

1,
45
8,
00
0,
00
0

1,
45
8,
00
0,
00
0

41
5,
00
0,
00
0

52
1,
50
0,
00
0

52
1,
50
0,
00
0

上
屋

災
害

復
旧

事
業

費
9,
00
0,
00
0

9,
00
0,
00
0

4,
50
0,
00
0

4,
50
0,
00
0

マ
リ

ー
ナ
・

Ｐ
Ｂ

Ｓ
災

害
復

旧
事

業
費

74
7,
00
0,
00
0

74
7,
00
0,
00
0

37
3,
50
0,
00
0

37
3,
50
0,
00
0

1
臨
海
工
業
用
地
 

造
成

事
業

費
1
臨

海
工

業
用

地
 

造
成

事
業

費
臨

海
工

業
用

地
造

成
事

業
 

管
理

費
20
9,
31
8,
00
0

20
9,
18
8,
75
0

15
9,
30
0,
00
0

49
,8
88
,7
50

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計
　
　
　
　
計

3,
12
0,
57
8,
00
0

2,
92
8,
39
7,
06
0

41
5,
00
0,
00
0

1,
44
9,
80
0,
00
0

50
,2
04
,6
60

1,
01
3,
39
2,
40
0

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

10
1,
99
7,
69
3,
00
0

89
,4
06
,4
76
,8
75

47
4,
62
6,
14
6

42
,7
55
,5
37
,6
80

33
,6
90
,2
00
,0
00

3,
74
2,
43
6,
74
0

8,
74
3,
67
6,
30
9

令
和

 6
 年

 6
 月

1
1日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗
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2
総

務
費

2
企

画
費

地
域

交
通

対
策

費
1,
72
7,
00
0

1,
72
7,
00
0

1,
72
7,
00
0

1,
72
7,
00
0

工
程
の
変
更
が
必

要
と
な
り
、
対
応

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

4
衛

生
費

4
医

務
費

公
的

病
院

等
振

興
整

備
対

策
費

25
,2
99
,0
00

21
,8
53
,0
00

3,
44
6,
00
0

3,
44
6,
00
0

1,
72
3,
00
0

1,
72
3,
00
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

6
農

林
水

産
業

費

1
農

業
費

水
田
農
業
生
産
振
興

対
策

事
業

費
31
0,
23
0,
00
0

31
0,
23
0,
00
0

31
0,
23
0,
00
0

31
0,
23
0, 00
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

3
農

地
費

県
営
農
村
地
域
防
災

減
災

事
業

費
21
7,
26
4,
00
8

21
7,
26
4,
00
8

21
7,
26
4,
00
8

12
8,
53
3, 00
0
87
,0
00
, 00
0

1,
73
1,
00
8

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

国
土

調
査

事
業

費
37
,9
83
,0
00

36
,8
58
,0
00

1,
12
5,
00
0

1,
12
5,
00
0

75
0,
00
0

37
5,
00
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

4
林

業
費

林
業

成
長

産
業

化
推

進
事

業
費

35
1,
64
9,
00
0
17
4,
50
2,
00
0
17
7,
14
7,
00
0

17
7,
14
7,
00
0

17
7,
14
7, 00
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

5
水

産
業

費
沿
岸
漁
業
構
造
改
善

事
業

費
16
5,
67
8,
00
0

37
,2
18
,0
00

12
8,
46
0,
00
0

12
8,
46
0,
00
0

10
7,
05
0, 00
0

21
,4
10
,0
00

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
 7
  
号

令
和

  
5
 
年

度
富

山
県

事
故

繰
越

し
繰

越
計

算
書

款
項

事
　
　
業
　
　
名

支
出
負
担

行
 為

 額

左
　
の
　
内
　
訳

支
出
負
担

行
　
　
為

予
 定

 額

翌
 年

 度

繰
 越

 額

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳

説
　
　
　
　
明

支
出
済
額

支
　
　
出

未
 済

 額

既
 収

 入
特
定
財
源

未
収

入
特

定
財

源
一
般
財
源

国
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

款
項

事
　
　
業
　
　
名

支
出
負
担

行
 為

 額

左
　
の
　
内
　
訳

支
出
負
担

行
　
　
為

予
 定

 額

翌
 年

 度

繰
 越

 額

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳

説
　
　
　
　
明

支
出
済
額

支
　
　
出

未
 済

 額

既
 収

 入
特
定
財
源

未
収

入
特

定
財

源
一
般
財
源

国
支
出
金

地
方
債

そ
の
他

7
商

工
費

3
観

光
費

特
産
品
紹
介
事
業
費

47
,0
00
,0
00

15
,0
67
,9
17

31
,9
32
,0
83

31
,9
32
,0
83

14
,7
88
, 17
6
13
,0
00
, 00
0

4,
14
3,
90
7

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

2
道

路
橋
り
ょ
う
費

道
路

橋
り

ょ
う

改
築

費
81
,4
74
,6
64

81
,4
74
,6
64

81
,4
74
,6
64

44
,8
11
, 06
5
35
,0
00
, 00
0

1,
66
3,
59
9

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

県
単
独
道
路
改
良
費

21
,2
52
,5
00

21
,2
52
,5
00

21
,2
52
,5
00

2,
12
5,
25
0

17
,0
00
, 00
0

2,
12
7,
25
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

3
河
川
海
岸
費

県
単

独
河

川
維

持
修

繕
費

21
,7
98
,1
00

30
6,
50
0

21
,4
91
,6
00

21
,4
91
,6
00

14
,0
00
, 00
0

7,
49
1,
60
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

河
川

総
合

交
付

金
事

業
費

27
,6
65
,0
00

27
,6
65
,0
00

27
,6
65
,0
00

13
,8
32
, 50
0
12
,0
00
, 00
0

1,
83
2,
50
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

8
土

木
費

河
川

改
修

費
15
3,
56
2,
20
0

35
,0
20
,0
00

11
8,
54
2,
20
0

11
8,
54
2,
20
0

59
,2
71
, 10
0
53
,0
00
, 00
0

6,
27
1,
10
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

港
湾

海
岸

保
全

事
業

費
15
,2
31
,7
00

3,
40
0,
00
0

11
,8
31
,7
00

11
,8
31
,7
00

5,
91
5,
85
0
5,
00
0,
00
0

91
5,
85
0

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め
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4
港

湾
費

港
湾

総
合

交
付

金
事

業
費

82
,2
31
,6
00

21
,1
40
,0
00

61
,0
91
,6
00

61
,0
91
,6
00

20
,3
63
, 86
7
28
,0
00
, 00
0

12
,7
27
,7
33

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

伏
木

富
山

港
改

良
整

備
費

8,
17
9,
60
0

8,
17
9,
60
0

8,
17
9,
60
0

4,
08
9,
80
0
4,
00
0,
00
0

89
,8
00

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

5
都
市
計
画
費

都
市
計
画
街
路
総
合

交
付

金
事

業
費

47
,7
40
,0
00

47
,7
40
,0
00

47
,7
40
,0
00

24
,0
32
, 29
7
10
,0
00
, 00
0
11
,8
53
, 00
0

1,
85
4,
70
3

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
事

業
関
係
者
と
の
調

整
に
不
測
の
日
数

を
要
し
た
た
め

10
教

育
費

4
高
等
学
校
費

高
等

学
校

建
設

事
業

費
93
,7
94
,0
00

38
,0
60
,0
00

55
,7
34
,0
00

55
,7
34
,0
00

8,
65
1,
00
0
34
,0
00
, 00
0

13
,0
83
,0
00

能
登
半
島
地
震
の

影
響
に
よ
り
、
工

事
の
施
工
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

11
災
害
復
旧
費

1
農
林
水
産
業

施
設

災
害

復
旧

費

治
山
施
設
災
害
復
旧

事
業

費
93
,7
93
,7
00

37
,6
49
,7
00

56
,1
44
,0
00

56
,1
44
,0
00

16
,0
00
, 00
0

40
,1
44
,0
00

豪
雨
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

一
　
　
　
般
　
　
　
会
　
　
　
計
　
　
　
計

1,
80
3,
55
3, 07
2
42
1,
07
5,
11
7
1,
38
2,
47
7, 95
5

1,
38
2,
47
7, 95
5
2,
12
5,
25
0
92
1,
18
8, 65
5
32
8,
00
0, 00
0
11
,8
53
, 00
0
11
9,
31
1,
05
0

令
和

 6
 年

 6
 月

1
1日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改

良
費

85
0,
41
4,
00
0

20
2,
63
5,
00
0

64
2,
20
1,
40
0

53
1,
62
7,
80
0

11
0,
57
3,
60
0

5,
57
7,
60
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

医
療
機
器
整
備
費

81
7,
19
1,
60
0

81
4,
50
1,
60
0

79
9,
00
0,
00
0

15
,5
01
,6
00

2,
69
0,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

病
院

総
合

情
報
 

シ
ス
テ
ム
開
発
費

10
,1
34
,0
00

3,
88
5,
20
0

4,
83
4,
50
0

4,
80
0,
00
0

34
,5
00

1,
41
4,
30
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
1,
67
7,
73
9,
60
0

20
6,
52
0,
20
0
1,
46
1,
53
7,
50
0

1,
33
5,
42
7,
80
0

12
6,
10
9,
70
0

9,
68
1,
90
0

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1
病
院
事
業
費
用

1
医

業
費

用
修

繕
費

5,
22
5,
00
0

5,
22
5,
00
0

5,
22
5,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
5,
22
5,
00
0

5,
22
5,
00
0

5,
22
5,
00
0

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
 8
  
号

令
和

 5
 年

度
富

山
県

病
院

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県病院事業会計予算繰越計算書

65―　　―

令
和

 6
 年

 6
 月

1
1日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗



富山県流域下水道事業会計予算繰越計算書

66―　　―

1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

流
域

下
水

道
事

業
費

1,
10
4,
30
2,
92
3

1,
10
4,
30
2,
92
3

63
1,
95
5,
29
1

23
6,
20
0,
00
0

23
6,
14
7,
63
2

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

4
災

害
復

旧
費

流
域

下
水

道
災

害
復

旧
費

43
1,
74
7,
00
0

43
1,
74
7,
00
0

25
0,
50
0,
00
0

18
1,
20
0,
00
0

47
,0
00

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
1,
53
6,
04
9,
9
23

1,
53
6,
04
9,
92
3

88
2,
45
5,
29
1

41
7,
40
0,
00
0

23
6,
19
4,
63
2

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事

故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1　
事

業
費

1 
営
 
業
 
費
 
用

委
託

料
11
,0
37
,0
00

11
,0
37
,0
00

11
,0
37
,0
00

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

工
事

請
負

費
74
2,
43
6,
33
8

74
2,
43
6,
33
8

74
2,
43
6,
33
8

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

受
託

事
業

費
57
,3
38
,4
62

57
,3
38
,4
62

57
,3
38
,4
62

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
 9
  
号

令
和

 5
 年

度
富

山
県

流
域

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県流域下水道事業会計予算繰越計算書

67―　　―

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

流
域

下
水

道
事

業
費

6,
03
6,
80
0

6,
03
6,
80
0

3,
01
8,
40
3

1,
60
0,
00
0

1,
41
8,
39
7

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
81
6,
84
8,
6
00

81
6,
84
8,
60
0

3,
01
8,
40
3

1,
60
0,
00
0

81
2,
23
0,
19
7

令
和

 6
 年

 6
 月

1
1日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗



富山県電気事業会計予算繰越計算書

68―　　―

1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改

良
費

66
,1
83
,0
00

66
,1
83
,0
00

66
,1
83
,0
00

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

発
電

所
老

朽
化

対
策

事
業

費
2,
15
4,
61
0,
10
0

39
4,
49
1,
87
3
1,
76
0,
11
8,
22
7

1
,7
60
,0
00
,0
00

11
8,
22
7

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
2,
22
0,
79
3,
1
00

39
4,
49
1,
87
3
1,
82
6,
30
1,
22
7

1,
76
0,
00
0,
00
0

66
,3
01
,2
27

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事

故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

修
繕

費
10
7,
32
7,
00
0

10
7,
32
7,
00
0

10
7,
32
7,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1 
営
 
業
 
費
 
用

補
償

費
2,
35
0,
64
0

2,
35
0,
64
0

2,
35
0,
64
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1　
事

業
費

委
託

料
28
,9
49
,7
43

28
,9
49
,7
43

28
,9
49
,7
43

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
0 

号
令

和
 5
 年

度
富

山
県

電
気

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県電気事業会計予算繰越計算書

69―　　―

固
定
資
産
除

却
費

2,
80
2,
13
3

2,
80
2,
13
3

2,
80
2,
13
3

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

4
特

別
損

失
そ
の
他
特
別
損
失

99
2,
15
8,
00
0

96
9,
26
0,
00
0

22
,8
98
,0
00

22
,0
00
,0
00

89
8,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改
良
費

22
,9
58
,5
94

22
,9
58
,5
94

22
,9
58
,5
94

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

発
電

所
老

朽
化

対
策

事
業

費
87
1,
08
1,
06
8

58
0,
82
1,
06
8

29
0,
26
0,
00
0

29
0,
00
0,
00
0

26
0,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
2,
02
7,
62
7,
1
78

1,
55
0,
08
1,
06
8

47
7,
54
6,
11
0

31
2,
00
0,
00
0

16
5,
54
6,
11
0

令
和

 6
 年

 6
 月

1
1日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗



富山県水道事業会計予算繰越計算書

70― 　　―

1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

西
部

水
道

用
水

供
給

事
業

費
77
1,
30
3,
00
0

77
1,
30
3,
00
0

12
8,
00
0,
00
0

64
3,
30
3,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

10
6,
48
3,
00
0

10
6,
48
2,
95
4

28
,0
00
,0
00

78
,4
82
,9
54

46

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
87
7,
78
6,
00
0

87
7,
78
5,
95
4

15
6,
00
0,
00
0

72
1,
78
5,
95
4

46

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1　
事

業
費

1 
営

 業
 費

 用

修
繕

費
98
,6
78
,0
00

23
,5
37
,8
00

75
,1
39
,8
00

75
,1
39
,8
00

40
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

委
託

料
9,
25
8,
00
0

9,
25
7,
13
9

9,
25
7,
13
9

86
1

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
除
却
費

6,
84
2,
00
0

6,
84
1,
89
2

6,
84
1,
89
2

10
8

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
1 

号
令

和
 5
 年

度
富

山
県

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県水道事業会計予算繰越計算書
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1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

西
部

水
道

用
水

供
給

事
業

費
24
9,
56
7,
00
0

24
9,
56
7,
00
0

10
6,
00
0,
00
0

14
3,
56
7,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

1,
45
8,
00
0

1,
45
8,
00
0

1,
45
8,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
36
5,
80
3,
00
0

23
,5
37
,8
00

34
2,
26
3,
83
1

10
6,
00
0,
00
0

23
6,
26
3,
83
1

1,
36
9

令
和

 6
 年

 6
 月

1
1日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗



富山県工業用水道事業会計予算繰越計算書

72― 　　―

1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

富
山

県
西

部
工

業
用

水
道

建
設

事
業

費
1,
67
6,
11
8,
00
0

37
3,
38
6,
00
0
1,
30
2,
73
1,
60
0

44
9,
00
0,
00
0

85
3,
73
1,
60
0

40
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

富
山

八
尾

中
核

工
業
団
地
工
業
用

水
道
建
設
事
業
費

3,
67
4,
00
0

3,
67
4,
00
0

3,
67
4,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

利
賀

川
工

業
用

水
道
建

設
事

業
費

2,
45
0,
00
0

2,
45
0,
00
0

2,
45
0,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

66
,4
08
,0
00

66
,4
07
,6
79

38
,0
00
,0
00

28
,4
07
,6
79

32
1

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

2
受

託
工

事
費

受
託

工
事

費
10
,5
52
,0
00

10
,5
51
,3
00

10
,5
51
,3
00

70
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
1,
75
9,
20
2,
0
00

37
3,
38
6,
00
0
1,
38
5,
81
4,
57
9

48
7,
00
0,
00
0

89
8,
81
4,
57
9

1,
42
1

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
2 

号
令

和
 5
 年

度
富

山
県

工
業

用
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1　
事

業
費

修
繕

費
60
,0
00
,0
00

15
,2
02
,2
00

44
,7
97
,1
36

44
,7
97
,1
36

66
4

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1 
営

 業
 費

 用
委

託
料

42
,4
92
,0
00

42
,4
91
,7
61

42
,4
91
,7
61

23
9

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
除
却
費

66
5,
00
0

66
4,
95
0

66
4,
95
0

50

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

2
営

業
外

費
用

受
託

事
業

費
用

19
0,
0
00

18
9,
58
9

18
9,
58
9

41
1

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

富
山

県
西

部
工

業
用

水
道

建
設

事
業

費
65
6,
55
9,
0
00

29
5,
30
0,
00
0

36
1,
25
9,
00
0

45
,0
00
,0
00

31
6,
25
9,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

2,
17
3,
00
0

2,
17
3,
00
0

2,
17
3,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
76
2,
07
9,
00
0

31
0,
50
2,
20
0

45
1,
57
5,
43
6

45
,0
00
,0
00

40
6,
57
5,
43
6

1,
36
4

令
和

 6
 年

 6
 月

1
1日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

円
円

円
円

円
円

円
円
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